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Ⅰ 公共用水域水質測定計画 

 

 

 



 
 

Ⅰ    公共用水域水質測定計画 
 

  １  目的 

      この計画は、水質汚濁防止法第16条第１項の規定に基づき、愛媛県の区域に属す

る公共用水域の水質及び底質の測定計画について、必要な事項を定めるものである。 

 

  ２  調査期間 

      令和６年４月～令和７年３月 

 

  ３  調査の種類及び内容 

    （１） 環境基準監視調査 

             水質環境基準の達成維持の状況を確認するために行う水質調査である。 

① 人の健康の保護に関する環境基準について 

             鉱山、工場排水等により汚染のおそれのある水域について調査を行う。 

② 生活環境の保全に関する環境基準について 

             水質環境基準の類型指定が完了している水域について調査を行う。 

 

  （２） 測定地点及び調査内容 

       別表－１のとおり 

 

  ４  採水時期及び採水方法 

    （１）  採水時期 

            採水は、採水日前において比較的晴天が続き、水質が安定している日に実

施するものとする。 

 

    （２）  採水方法 

        ア  河川については、原則として流心で水面から水深の２割程度の深さで採水

するものとする。 

    イ 湖沼については、原則として表層（水面下0.5ｍ）及び深度５ｍごとに採

水するものとする。ただし、必要に応じ他の深度からも採水するものとする。 

        ウ  海域については、原則として表層(海面下0.5ｍ)及び中層(同2.0ｍ)の２層

から採水するものとする。 

        エ  上記以外の採水方法については、「水質調査方法について」（昭和46年９

月30日環水管第30号水質保全局長通知）に準ずるものとする。 

 

  ５  測定項目 

    （１）  水質 

        ア  生活環境項目（13項目） 

（ア） 河川は、水素イオン濃度（ｐＨ)・生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ)・ 

浮遊物質量（ＳＳ) ・溶存酸素量（ＤＯ)・大腸菌数・全窒素・全燐・

全亜鉛・ノニルフェノール・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその

塩（ＬＡＳ）とする。 

        （イ）  湖沼は、ｐＨ・化学的酸素要求量（ＣＯＤ)・ＳＳ・ＤＯ・大腸菌数・

全窒素・全燐・全亜鉛・ノニルフェノール・ＬＡＳ・底層ＤＯとする。 

        （ウ）  海域は、ｐＨ・ＣＯＤ・ＤＯ・大腸菌数・ｎ－ヘキサン抽出物質・全

窒素・全燐・全亜鉛・ノニルフェノール・ＬＡＳとする。 

－ １ －



 
 

        イ  健康項目（27項目） 

          カドミウム・全シアン・鉛・六価クロム・砒素・総水銀・アルキル水銀・Ｐ

ＣＢ・ジクロロメタン・四塩化炭素・１,２－ジクロロエタン・１,１－ジク

ロロエチレン・シス－１,２－ジクロロエチレン・１,１,１-トリクロロエタ

ン・１,１,２－トリクロロエタン・トリクロロエチレン・テトラクロロエチ

レン・１,３－ジクロロプロペン・チウラム・シマジン・チオベンカルブ・

ベンゼン・セレン・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素・ほう素・ふっ素・１,４

－ジオキサン 

ウ ダイオキシン類 

エ 要監視項目（30項目） 

クロロホルム・トランス－１,２－ジクロロエチレン・１,２－ジクロロプロ

パン・ｐ－ジクロロベンゼン・イソキサチオン・ダイアジノン・フェニトロ

チオン・イソプロチオラン・オキシン銅・クロロタロニル・プロピザミド・

ＥＰＮ・ジクロルボス・フェノブカルブ・イプロベンホス・クロルニトロフ

ェン・トルエン・キシレン・フタル酸ジエチルヘキシル・ニッケル・モリブ

デン・アンチモン・塩化ビニルモノマー・エピクロロヒドリン・全マンガン・

ウラン・４－ｔ－オクチルフェノール・アニリン・２，４－ジクロロフェノ

ール、ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオク

タン酸（ＰＦＯＡ） 

     オ  特殊項目（３項目） 

          溶解性鉄・銅・クロム 

カ  その他の項目（11項目） 

          塩分・クロロフィルａ・フェオフィチン・アンモニア態窒素・リン酸態リン・

トリハロメタン生成能（クロロホルム生成能・ブロモホルム生成能・ブロモ

ジクロロメタン生成能・ジブロモクロロメタン生成能）・ジェオスミン・２

－メチルイソボルネオール・４－オクチルフェノール・ビスフェノールＡ・

ＤＤＴ 

     

  （２）  底質（35項目） 

          ＣＯＤ・全窒素・全燐・カドミウム・全シアン・鉛・六価クロム・砒素・総

水銀・アルキル水銀・ＰＣＢ・ジクロロメタン・四塩化炭素・１，２－ジク

ロロエタン・１，１－ジクロロエチレン・シス－１，２－ジクロロエチレン・

１,１,１-トリクロロエタン・１,１,２－トリクロロエタン・トリクロロエ

チレン・テトラクロロエチレン・１,３－ジクロロプロペン・チウラム・シ

マジン・チオベンカルブ・ベンゼン・セレン・銅・クロム・クロロホルム・

トランス－１,２－ジクロロエチレン・１,２－ジクロロプロパン・ｐ－ジク

ロロベンゼン・トルエン・キシレン・ダイオキシン類 

 

  ６  測定方法 

    （１）  水質 

            ｢水質汚濁に係る環境基準について｣(昭和46年12月28日環境庁告示第59

号)、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定法及び要監

視項目の測定方法について」（平成５年４月28日環水規第１２１号水質保全

局水質規制課長通知）、「排水基準を定める省令の規定に基づく環境庁長官

が定める排水基準に係る検定方法」（昭和49年９月30日環境庁告示第64号）、

「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」

－ ２ －



 
 

（平成16年３月31日環水企発第040331003号、環水土発第040331005号環境管

理局水環境部長通知）、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準

等の施行等について」（令和２年５月28日環水大水発第2005281号、環水大

土発第2005282号水・大気環境局長通知）及び「ダイオキシン類による大気

の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平成11年1

2月27日環境庁告示第68号）に掲げる方法によるものとする。ただし、これ

にない項目については、日本産業規格Ｋ0102及び海洋観測指針に掲げる方法

によるものとする。 

 

    （２）  底質 

            「底質調査方法」（平成24年８月８日環水大水発第120725002号水・大気

環境局長通知）及び「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土

壌の汚染に係る環境基準について」（平成11年12月27日環境庁告示第68号）

に掲げる方法によるものとする。ただし、これにないものについては、「土

壌の汚染に係る環境基準について」（平成３年８月23日環境庁告示第46号）

に準ずるものとする。 

 

  ７  測定結果 

   測定結果については、県、国土交通省及び独立行政法人水資源機構の各測定機関

の長は、環境省作成の水質関連システムデータ入力支援ツールにより令和７年３月

末日までに知事に報告するものとする。また、松山市については、令和７年６月末

日までに水質関連システムにより、環境大臣に報告するものとする。 

      なお、健康項目及びダイオキシン類については、環境基準を超える測定結果が得

られたときは、直ちに知事に報告するとともに、当該水域に関して公共用水域及び

排出水について追跡調査を行うものとする。 

 

－ ３ －
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タ

ロ
ニ

ル
、

プ
ロ

ピ
ザ

ミ
ド

、
ジ

ク
ロ

ル
ボ

ス
、

フ
ェ

ノ
ブ

カ
ル

ブ
、

イ
プ

ロ
ベ

ン
ホ

ス
、

ク
ロ

ル
ニ

ト
ロ

フ
ェ

ン
内

分
泌

攪
乱

化
学

物
質

３
項

目
：

４
－

オ
ク

チ
ル

フ
ェ

ノ
ー

ル
、

ビ
ス

フ
ェ

ノ
ー

ル
Ａ

、
Ｄ

Ｄ
Ｔ

肱
川

水
域

(
乙

)
A
A

小
振

橋
 
 
6
-
 
1

○

明
間

 
 
5
-
6
3

77

愛
媛

県

国
土

交
通

省

愛
媛

県

○

7 77

 
 
5
-
1
0

 
 
5
-
 
9

○

坊
屋

敷
橋

肱
川

水
域

(
甲

)

立
川

橋

魚
成

橋

肱
川

水
系

野
村

ダ
ム

サ
イ

ト

国
土

交
通

省

7

 
 
5
-
 
7

○

Ａ

 
 
5
-
6
2
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（
１

）
河

川
及

び
湖

沼

 
 
 
調

 
 
 
査

 
 
 
機

 
 
 
関

フ � オ フ � チ ン

鉛
Ｃ Ｏ Ｄ

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

測
　

　
　

　
　

　
　

定
　

　
　

　
　

　
　

回
　

　
　

　
　

　
　

数

カ ビ 臭 物 質 � ジ � オ ス ミ ン ・ ２ Ｍ Ｉ Ｂ �

銅

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

四 塩 化 炭 素

ア ル キ ル 水 銀

六 価 ク ロ ム

Ｄ Ｏ
一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ジ ク ロ ロ メ タ ン

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

セ レ ン

ベ ン ゼ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

チ オ ベ ン カ ル ブ

ア ン チ モ ン

ア ン モ ニ ア 態 窒 素

リ ン 酸 態 リ ン

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

農 薬 1 1 項 目

そ
の

他
の

項
目

溶 解 性 鉄

要
　

　
監

　
　

視
　

　
項

　
　

目

ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能

特
殊

項
目

P F O S 及 び P F O A

ウ ラ ン

全 マ ン ガ ン

ア ニ リ ン

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

ク ロ ロ フ � ル ａ

一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ふ � 素

ト ル エ ン

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

ク ロ ム

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ほ う 素

シ マ ジ ン

チ ウ ラ ム

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

健
　

　
　

　
康

　
　

　
　

項
　

　
　

　
目

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

Ｐ Ｃ Ｂ

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

カ ド ミ ウ ム

水
 
 
系

 
 
水

 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号

測
定

地
点

名

　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

Ｓ Ｓ
p Ｈ

Ｂ Ｏ Ｄ

Ｅ Ｐ Ｎ

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

総 水 銀

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ダ イ オ キ シ ン 類

大 腸 菌 数

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

全 シ ア ン

キ シ レ ン

砒 素
ノ ニ ル フ � ノ � ル

生
　

活
　

環
　

境
　

項
　

目

全 窒 素

全 亜 鉛

底 層 Ｄ Ｏ

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 リ ン

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
6

2
2

上
期

下
期

2

富
野

川
荷

刺
橋

2
0
5
-
 
5

7
6

6
偶

数
月

6
6

6
6

6

都
谷

川
十

夜
ヶ

橋
2
0
5
-
 
8

7
6

6
偶

数
月

6
6

6
6

6

1
2

3
6
毎

月
　

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

1
2

3
6

3
6

3
6

3
6

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

鹿
野

川
湖

中
央

5
0
1
-
 
2

○
7

1
2

3
6
毎

月
　

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

1
2

3
6

3
6

3
6

3
6

1
2

1
2
毎

月
　

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4
4

1
1

下
期

1

1
2

1
2
毎

月
　

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4
4

1
1

上
期

（
水

質
及

び
底

質
）

　
1

鏡
川

橋
1
0
-
5
1

8
2

2
上

期
下

期
2

2
2

2
2

2
2

2

藤
川

橋
1
0
-
5
3

8
2

2
上

期
下

期
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
2

1
2
毎

月
　

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4
4

2
2

上
期

下
期

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

下
期

1

吉
野

橋
 
1
1
-
5
1

8
6

6
偶

数
月

6
6

6
6

6

1
2

1
2
毎

月
　

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4
4

2
2

上
期

下
期

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

下
期

1

ア
ル

キ
ル

水
銀

は
総

水
銀

が
検

出
さ

れ
た

場
合

に
分

析
有

機
溶

媒
４

項
目

：
ク

ロ
ロ

ホ
ル

ム
、

ト
ラ

ン
ス

－
１

，
２

－
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
、

１
，

２
－

ジ
ク

ロ
ロ

プ
ロ

パ
ン

、
ｐ

－
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
、

農
薬

１
１

項
目

：
イ

ソ
キ

サ
チ

オ
ン

、
ダ

イ
ア

ジ
ノ

ン
、

フ
ェ

ニ
ト

ロ
チ

オ
ン

、
イ

ソ
プ

ロ
チ

オ
ラ

ン
、

オ
キ

シ
ン

銅
、

ク
ロ

ロ
タ

ロ
ニ

ル
、

プ
ロ

ピ
ザ

ミ
ド

、
ジ

ク
ロ

ル
ボ

ス
、

フ
ェ

ノ
ブ

カ
ル

ブ
、

イ
プ

ロ
ベ

ン
ホ

ス
、

ク
ロ

ル
ニ

ト
ロ

フ
ェ

ン
内

分
泌

攪
乱

化
学

物
質

３
項

目
：

４
－

オ
ク

チ
ル

フ
ェ

ノ
ー

ル
、

ビ
ス

フ
ェ

ノ
ー

ル
Ａ

、
Ｄ

Ｄ
Ｔ

肱
川

水
系

鹿
野

川
湖

堰
堤

2
0
5
-
 
2

久
米

川

愛
媛

県

77 8

5
0
1
-
 
1

広
見

川
水

域
（

乙
）

Ａ Ａ

 
1
0
-
 
2

○

広
見

川
水

域
（

甲
）

A
A

○
 
1
2
-
 
1

○

8

広
見

川
水

系

三
間

川
水

域

国
土
交
通
省

鹿
野

川
湖

Ｂ

久
米

川

愛
媛

県

高
知

県
境

上
流

 
1
1
-
 
1

8

泉
橋

興
野

々
橋

 
1
0
-
 
1

8

上
大

野
橋

○○
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（
１

）
河

川
及

び
湖

沼

 
 
 
調

 
 
 
査

 
 
 
機

 
 
 
関

フ � オ フ � チ ン

鉛
Ｃ Ｏ Ｄ

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

測
　

　
　

　
　

　
　

定
　

　
　

　
　

　
　

回
　

　
　

　
　

　
　

数

カ ビ 臭 物 質 � ジ � オ ス ミ ン ・ ２ Ｍ Ｉ Ｂ �

銅

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

四 塩 化 炭 素

ア ル キ ル 水 銀

六 価 ク ロ ム

Ｄ Ｏ
一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ジ ク ロ ロ メ タ ン

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

セ レ ン

ベ ン ゼ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

チ オ ベ ン カ ル ブ

ア ン チ モ ン

ア ン モ ニ ア 態 窒 素

リ ン 酸 態 リ ン

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

農 薬 1 1 項 目

そ
の

他
の

項
目

溶 解 性 鉄

要
　

　
監

　
　

視
　

　
項

　
　

目

ト リ ハ ロ メ タ ン 生 成 能

特
殊

項
目

P F O S 及 び P F O A

ウ ラ ン

全 マ ン ガ ン

ア ニ リ ン

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

ク ロ ロ フ � ル ａ

一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ふ � 素

ト ル エ ン

塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

ク ロ ム

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ほ う 素

シ マ ジ ン

チ ウ ラ ム

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

健
　

　
　

　
康

　
　

　
　

項
　

　
　

　
目

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

Ｐ Ｃ Ｂ

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

カ ド ミ ウ ム

水
 
 
系

 
 
水

 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号

測
定

地
点

名

　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

Ｓ Ｓ
p Ｈ

Ｂ Ｏ Ｄ

Ｅ Ｐ Ｎ

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

総 水 銀

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ダ イ オ キ シ ン 類

大 腸 菌 数

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

全 シ ア ン

キ シ レ ン

砒 素
ノ ニ ル フ � ノ � ル

生
　

活
　

環
　

境
　

項
　

目

全 窒 素

全 亜 鉛

底 層 Ｄ Ｏ

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 リ ン

1
2

1
2
毎

月
　

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4
4

2
2

上
期

下
期

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

1
1

下
期

1

清
重

橋
下

流
 
1
8
-
5
1

9
4

4
四

半
期

毎
4

4
4

4
4

新
岩

松
橋

下
流

1
8
-
5
2

9
2

2
上

期
下

期
2

2
2

上
期

下
期

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

1
1

上
期

1

2
2

上
期

下
期

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

1
1

下
期

1

広
江

川
広

江
川

広
江

川
2
3
8
-
1

1
2

2
2

上
期

下
期

(
水

質
及

び
底

質
)

2

1
1

上
期

1

1
1

上
期

(
水

質
及

び
底

質
)

1

引
地

川
引

地
川

引
地

川
2
5
8
-
1

1
5

1
1

上
期

(
水

質
及

び
底

質
)

1

ア
ル

キ
ル

水
銀

は
総

水
銀

が
検

出
さ

れ
た

場
合

に
分

析
有

機
溶

媒
４

項
目

：
ク

ロ
ロ

ホ
ル

ム
、

ト
ラ

ン
ス

－
１

，
２

－
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
、

１
，

２
－

ジ
ク

ロ
ロ

プ
ロ

パ
ン

、
ｐ

－
ジ

ク
ロ

ロ
ベ

ン
ゼ

ン
、

農
薬

１
１

項
目

：
イ

ソ
キ

サ
チ

オ
ン

、
ダ

イ
ア

ジ
ノ

ン
、

フ
ェ

ニ
ト

ロ
チ

オ
ン

、
イ

ソ
プ

ロ
チ

オ
ラ

ン
、

オ
キ

シ
ン

銅
、

ク
ロ

ロ
タ

ロ
ニ

ル
、

プ
ロ

ピ
ザ

ミ
ド

、
ジ

ク
ロ

ル
ボ

ス
、

フ
ェ

ノ
ブ

カ
ル

ブ
、

イ
プ

ロ
ベ

ン
ホ

ス
、

ク
ロ

ル
ニ

ト
ロ

フ
ェ

ン
内

分
泌

攪
乱

化
学

物
質

３
項

目
：

４
－

オ
ク

チ
ル

フ
ェ

ノ
ー

ル
、

ビ
ス

フ
ェ

ノ
ー

ル
Ａ

、
Ｄ

Ｄ
Ｔ

愛
媛

県

岩
松

川
水

域
岩

松
川

水
系

A
A

樋
之

口
川

2
5
7
-
1

1
3

樋
之

口
川

樋
之

口
川

三
島

 
1
8
-
 
1

○
9

国
領

川
国

領
川

城
下

橋

金
生

川
金

生
川

川
之

江
橋

2
1
0
-
1

2
1
2
-
1

1
1

1
0
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（
２
）
  
海
域

調 査 機 関

1
2

3
6
毎

月
3
6

3
6

3
6

2
2

上
期

下
期

2

1
2

3
6
毎

月
3
6

3
6

3
6

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

三
島

･
川

之
江

地
先

海
域

(
2
)

Ｃ
伊

予
三

島
･
川

之
江

海
域

Ｓ
Ｔ

－
４

6
3
7
-
 
1

○
1
0

1
2

3
6
毎

月
3
6

3
6

3
6

1
2

3
6
毎

月
3
6

3
6

3
6

4
4

四
半

期
毎

4
4

2
2

上
期

下
期

2

1
2

3
6
毎

月
3
6

3
6

3
6

4
4

四
半

期
毎

4
4

2
2

上
期

下
期

2

1
2

3
6
毎

月
3
6

3
6

3
6

4
4

四
半

期
毎

4
4

2
2

上
期

下
期

2

1
2

3
6
毎

月
3
6

3
6

3
6

1
2

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2
2

2
2

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

3
6
毎

月
3
6

3
6

3
6

1
2

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2
2

2
2

1
2

3
6
毎

月
3
6

3
6

3
6

1
2

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2
2

2
2

ア
ル
キ
ル
水
銀
は
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
分
析

有
機
溶
媒
４
項
目
：
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ト
ラ
ン
ス
－
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ｐ
－
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

農
薬
１
１
項
目
：
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
、
オ
キ
シ
ン
銅
、
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル
、
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
、
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ン

内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
３
項
目
：
４
－
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ

環
境
基
準
点
　
〇
：
C
O
D
、
△
：
N
P
、
◎
C
O
D
・
N
P
、
◆
C
O
D
・
N
P
・
生
物
特
A
、
◇
C
O
D
・
N
P
・
生
物
A
　
以
下
同
じ

伊
予
三
島
港

Ｃ
伊

予
三

島
･
川

之
江

海
域

Ｓ
Ｔ

－
６

6
3
3
-
 
1

○
1
0

三
島

･
川

之
江

地
先

海
域

(
1
)

Ｃ
伊

予
三

島
･
川

之
江

海
域

Ｓ
Ｔ

－
９

6
3
4
-
 
2

○

Ｂ

塩 分
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

P F O S 及 び P F O A

溶 解 性 鉄

銅
一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

ク ロ ム

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

四
国
中
央
海
域

愛
媛
県

伊
予

三
島

･
川

之
江

海
域

Ｓ
Ｔ

－
２

6
3
5
-
 
1

○

三
島

･
川

之
江

地
先

海
域

(
4
)

Ｂ

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ア ニ リ ン

ベ ン ゼ ン

セ レ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

ア ン チ モ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

Ｅ Ｐ Ｎ

農 薬 １ １ 項 目

ウ ラ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

全 マ ン ガ ン

ト ル エ ン

キ シ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ア ル キ ル 水 銀

Ｐ Ｃ Ｂ

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

カ ド ミ ウ ム

全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム

砒 素
総 水 銀

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 窒 素

全 リ ン

全 亜 鉛

ノ ニ ル フ � ノ � ル

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

p Ｈ
Ｂ Ｏ Ｄ

Ｃ Ｏ Ｄ

Ｓ Ｓ
Ｄ Ｏ

大 腸 菌 数

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

○　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

測
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
数

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

要
　
　
監
　
　
視
　
　
項
　
　
目

特
殊
項
目

そ
の

他

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号

◇
1
0

1
0

6
3
5
-
 
2

6
3
8
-
 
1

6
3
6
-
 
2

Ａ Ⅱ 生 物 Ａ

伊
予

三
島

･
川

之
江

海
域

Ｓ
Ｔ

－
３

伊
予

三
島

･
川

之
江

海
域

Ｓ
Ｔ

－
１

6
3
6
-
 
1

伊
予

三
島

･
川

之
江

海
域

Ｓ
Ｔ

－
７

伊
予

三
島

･
川

之
江

海
域

Ｓ
Ｔ

－
５

水
 
 
系

水
 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

測
定
地
点
名

伊
予

三
島

･
川

之
江

海
域

Ｓ
Ｔ

－
８

Ａ Ⅱ 生 物 特 Ａ

三
島

･
川

之
江

地
先

海
域

(
3
)

1
0

◇○

1
0

◆

6
3
6
-
 
3

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

1
0

1
0

1
0

燧
灘
東
部

（
燧
灘
東
部
）

－ 17 －



  
（
２
）
  
海
域

調 査 機 関

塩 分
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

P F O S 及 び P F O A

溶 解 性 鉄

銅
一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

ク ロ ム

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ア ニ リ ン

ベ ン ゼ ン

セ レ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

ア ン チ モ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

Ｅ Ｐ Ｎ

農 薬 １ １ 項 目

ウ ラ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

全 マ ン ガ ン

ト ル エ ン

キ シ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ア ル キ ル 水 銀

Ｐ Ｃ Ｂ

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

カ ド ミ ウ ム

全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム

砒 素
総 水 銀

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 窒 素

全 リ ン

全 亜 鉛

ノ ニ ル フ � ノ � ル

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

p Ｈ
Ｂ Ｏ Ｄ

Ｃ Ｏ Ｄ

Ｓ Ｓ
Ｄ Ｏ

大 腸 菌 数

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

測
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
数

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

要
　
　
監
　
　
視
　
　
項
　
　
目

特
殊
項
目

そ
の

他

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号
水
 
 
系

水
 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

測
定
地
点
名

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

1
2

1
2
毎

月
1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
2

1
2
毎

月
1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2

1
2

1
2
毎

月
1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2

1
1

上
期

1

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

2
2

上
期

下
期

2

ア
ル
キ
ル
水
銀
は
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
分
析

有
機
溶
媒
４
項
目
：
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ト
ラ
ン
ス
－
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ｐ
－
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

農
薬
１
１
項
目
：
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
、
オ
キ
シ
ン
銅
、
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル
、
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
、
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ン

内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
３
項
目
：
４
－
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ

1
0

土
居
海
域

Ｓ
Ｔ
－
６

◎
6
0
5
-
 
5

6
0
5
-
 
3

◎
Ａ Ⅱ

土
居
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

◎

1
0

1
0

6
0
5
-
 
1

四
国
中
央
海
域

伊
予
三
島
・
土
居

海
域

(
燧
灘
中
西
部
)

土
居
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

6
0
5
-
 
2

◎

土
居
海
域

Ｓ
Ｔ
－
５

6
0
5
-
 
6

△
Ⅱ

土
居
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

愛
媛
県

1
0

1
0

土
居
海
域

Ｓ
Ｔ
－
４

6
0
5
-
 
4

◎
1
0

－ 18 －



  
（
２
）
  
海
域

調 査 機 関

塩 分
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

P F O S 及 び P F O A

溶 解 性 鉄

銅
一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

ク ロ ム

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ア ニ リ ン

ベ ン ゼ ン

セ レ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

ア ン チ モ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

Ｅ Ｐ Ｎ

農 薬 １ １ 項 目

ウ ラ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

全 マ ン ガ ン

ト ル エ ン

キ シ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ア ル キ ル 水 銀

Ｐ Ｃ Ｂ

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

カ ド ミ ウ ム

全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム

砒 素
総 水 銀

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 窒 素

全 リ ン

全 亜 鉛

ノ ニ ル フ � ノ � ル

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

p Ｈ
Ｂ Ｏ Ｄ

Ｃ Ｏ Ｄ

Ｓ Ｓ
Ｄ Ｏ

大 腸 菌 数

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

測
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
数

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

要
　
　
監
　
　
視
　
　
項
　
　
目

特
殊
項
目

そ
の

他

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号
水
 
 
系

水
 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

測
定
地
点
名

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

6
6

奇
数

月
6

4
4

四
半

期
毎

4
4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

下
期

1

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

2
2

上
期

下
期

2
2

2

1
2

1
毎

月
2
4

2
4

2
4

4
4

四
半

期
毎

4
4

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

4
4

四
半

期
毎

4
4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
1

上
期

1
1

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

4
4

四
半

期
毎

4
4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

4
4

四
半

期
毎

4
4

ア
ル
キ
ル
水
銀
は
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
分
析

有
機
溶
媒
４
項
目
：
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ト
ラ
ン
ス
－
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ｐ
－
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

農
薬
１
１
項
目
：
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
、
オ
キ
シ
ン
銅
、
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル
、
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
、
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ン

内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
３
項
目
：
４
－
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ

Ｂ
沢
津
漁
港

新
居
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
５

6
0
9
-
 
2

1
1

愛
媛
県

1
1 1
1

6
0
9
-
 
3

新
居
浜
海
域

（
甲
）

○ ○
1
1

新
居
浜
海
域

新
居
浜
海
域

（
乙
）

Ｂ

新
居
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１
１

○
新
居
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
９

○

6
0
8
-
 
1

新
居
浜
港
航
路
泊

地
Ｃ

新
居
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
８

6
0
6
-
 
1

○

1
1

Ｃ
新
居
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１
０

6
0
7
-
 
1

1
1

○
6
0
9
-
 
1

新
居
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
７
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（
２
）
  
海
域

調 査 機 関

塩 分
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

P F O S 及 び P F O A

溶 解 性 鉄

銅
一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

ク ロ ム

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ア ニ リ ン

ベ ン ゼ ン

セ レ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

ア ン チ モ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

Ｅ Ｐ Ｎ

農 薬 １ １ 項 目

ウ ラ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

全 マ ン ガ ン

ト ル エ ン

キ シ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ア ル キ ル 水 銀

Ｐ Ｃ Ｂ

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

カ ド ミ ウ ム

全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム

砒 素
総 水 銀

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 窒 素

全 リ ン

全 亜 鉛

ノ ニ ル フ � ノ � ル

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

p Ｈ
Ｂ Ｏ Ｄ

Ｃ Ｏ Ｄ

Ｓ Ｓ
Ｄ Ｏ

大 腸 菌 数

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

測
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
数

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

要
　
　
監
　
　
視
　
　
項
　
　
目

特
殊
項
目

そ
の

他

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号
水
 
 
系

水
 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

測
定
地
点
名

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

下
期

1

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2

1
1

上
期

1
1

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

Ⅱ
新
居
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１
４

6
1
0
-
 
7

△
1
1

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

ア
ル
キ
ル
水
銀
は
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
分
析

有
機
溶
媒
４
項
目
：
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ト
ラ
ン
ス
－
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ｐ
－
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

農
薬
１
１
項
目
：
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
、
オ
キ
シ
ン
銅
、
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル
、
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
、
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ン

内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
３
項
目
：
４
－
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ

◎

新
居
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

1
1

新
居
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
４

6
1
0
-
 
4

◎
1
1

◎
新
居
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

6
1
0
-
 
3

1
1

新
居
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

◎
1
1

愛
媛
県

6
1
0
-
 
1

6
1
0
-
 
6

新
居
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１
２

Ａ Ⅱ
新
居
浜
海
域

（
丙
）

（
燧
灘
中
西
部
）

6
1
0
-
 
2

新
居
浜
海
域

◎

1
1

新
居
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
６

6
1
0
-
 
5

◎
1
1

－ 20 －



  
（
２
）
  
海
域

調 査 機 関

塩 分
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

P F O S 及 び P F O A

溶 解 性 鉄

銅
一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

ク ロ ム

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ア ニ リ ン

ベ ン ゼ ン

セ レ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

ア ン チ モ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

Ｅ Ｐ Ｎ

農 薬 １ １ 項 目

ウ ラ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

全 マ ン ガ ン

ト ル エ ン

キ シ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ア ル キ ル 水 銀

Ｐ Ｃ Ｂ

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

カ ド ミ ウ ム

全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム

砒 素
総 水 銀

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 窒 素

全 リ ン

全 亜 鉛

ノ ニ ル フ � ノ � ル

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

p Ｈ
Ｂ Ｏ Ｄ

Ｃ Ｏ Ｄ

Ｓ Ｓ
Ｄ Ｏ

大 腸 菌 数

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

測
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
数

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

要
　
　
監
　
　
視
　
　
項
　
　
目

特
殊
項
目

そ
の

他

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号
水
 
 
系

水
 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

測
定
地
点
名

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

下
期

1

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

4
4

四
半

期
毎

4
4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

4
4

四
半

期
毎

4
4

2
2

上
期

下
期

2
2

2
2

2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

2
2

上
期

下
期

2

ア
ル
キ
ル
水
銀
は
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
分
析

有
機
溶
媒
４
項
目
：
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ト
ラ
ン
ス
－
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ｐ
－
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

農
薬
１
１
項
目
：
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
、
オ
キ
シ
ン
銅
、
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル
、
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
、
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ン

内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
３
項
目
：
４
－
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ

1
2

△
6
1
5
-
 
4

西
条
海
域

Ｓ
Ｔ
－
８

Ⅱ

6
1
2
-
 
1

1
2

○

西
条
海
域

西
条
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

6
1
3
-
 
1

◎

1
2

愛
媛
県

6
1
5
-
 
1

東
予
港
西
条
地
区

航
路
泊
地
（
乙
）

東
予
港
西
条
地
区

航
路
泊
地
（
甲
）

西
条
海
域

Ｓ
Ｔ
－
７

Ｂ Ａ Ⅱ

1
2

○ ◎
6
1
5
-
 
3

西
条
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

6
1
5
-
 
2

◎
1
2

1
2

1
2

西
条
海
域

Ｓ
Ｔ
－
５

6
1
1
-
 
1

○

西
条
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

西
条
海
域
(
甲
)

Ｂ

 
西
条
海
域
(
丙
)

（
燧
灘
中
西
部
）

西
条
海
域

Ｓ
Ｔ
－
６

Ｃ

－ 21 －



  
（
２
）
  
海
域

調 査 機 関

塩 分
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

P F O S 及 び P F O A

溶 解 性 鉄

銅
一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

ク ロ ム

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ア ニ リ ン

ベ ン ゼ ン

セ レ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

ア ン チ モ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

Ｅ Ｐ Ｎ

農 薬 １ １ 項 目

ウ ラ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

全 マ ン ガ ン

ト ル エ ン

キ シ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ア ル キ ル 水 銀

Ｐ Ｃ Ｂ

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

カ ド ミ ウ ム

全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム

砒 素
総 水 銀

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 窒 素

全 リ ン

全 亜 鉛

ノ ニ ル フ � ノ � ル

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

p Ｈ
Ｂ Ｏ Ｄ

Ｃ Ｏ Ｄ

Ｓ Ｓ
Ｄ Ｏ

大 腸 菌 数

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

測
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
数

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

要
　
　
監
　
　
視
　
　
項
　
　
目

特
殊
項
目

そ
の

他

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号
水
 
 
系

水
 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

測
定
地
点
名

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

下
期

1

1
2

1
2
毎

月
1
2

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

4
4

四
半

期
毎

4
4

1
2

1
2
毎

月
1
2

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4
4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2

1
1

上
期

（
水

質
及

び
底

質
）

1

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

2
2

上
期

下
期

2

1
2

1
2
毎

月
1
2

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4
4

2
2

上
期

下
期

2

ア
ル
キ
ル
水
銀
は
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
分
析

有
機
溶
媒
４
項
目
：
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ト
ラ
ン
ス
－
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ｐ
－
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

農
薬
１
１
項
目
：
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
、
オ
キ
シ
ン
銅
、
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル
、
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
、
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ン

内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
３
項
目
：
４
－
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ

東
予
海
域
（
丙
）

（
燧
灘
中
西
部
）

6
1
9
-
 
3

東
予
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

◎
1
2

東
予
海
域

Ｓ
Ｔ
－
８

△
1
2

○

東
予
海
域

Ｓ
Ｔ
－
７

東
予
海
域

Ｓ
Ｔ
－
４

6
1
9
-
 
1

○

1
21
2

1
2

6
1
6
-
 
1

河
原
津
漁
港

東
予
海
域

Ｓ
Ｔ
－
６

西
条
海
域

1
2

愛
媛
県

1
2

6
1
7
-
 
2

Ⅱ Ｂ

東
予
海
域
（
甲
）

Ｂ Ａ Ⅱ

東
予
海
域

Ｓ
Ｔ
－
５

東
予
海
域
（
乙
）

◎○ ○

6
1
9
-
 
2

6
2
0
-
 
1

6
1
7
-
 
1

6
1
8
-
 
1

○

1
2

Ｂ

東
予
港
壬
生
川
地

区
Ｃ

東
予
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

東
予
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

－ 22 －



  
（
２
）
  
海
域

調 査 機 関

塩 分
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

P F O S 及 び P F O A

溶 解 性 鉄

銅
一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

ク ロ ム

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ア ニ リ ン

ベ ン ゼ ン

セ レ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

ア ン チ モ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

Ｅ Ｐ Ｎ

農 薬 １ １ 項 目

ウ ラ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

全 マ ン ガ ン

ト ル エ ン

キ シ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ア ル キ ル 水 銀

Ｐ Ｃ Ｂ

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

カ ド ミ ウ ム

全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム

砒 素
総 水 銀

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 窒 素

全 リ ン

全 亜 鉛

ノ ニ ル フ � ノ � ル

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

p Ｈ
Ｂ Ｏ Ｄ

Ｃ Ｏ Ｄ

Ｓ Ｓ
Ｄ Ｏ

大 腸 菌 数

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

測
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
数

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

要
　
　
監
　
　
視
　
　
項
　
　
目

特
殊
項
目

そ
の

他

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号
水
 
 
系

水
 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

測
定
地
点
名

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

Ａ Ⅱ
今
治
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

6
3
2
-
 
1

◎
1
3

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2
2

2
2

1
1

上
期

（
水

質
及

び
底

質
）

1

1
2

3
6
毎

月
3
6

3
6

3
6

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

2
2

上
期

下
期

2
2

2

1
2

2
4
毎

月
2
4

2
4

2
4

1
2

1
2

4
4

四
半

期
毎

4

2
2

上
期

下
期

2
2

2
2

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

2

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

2

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2

1
1

上
期

1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2

Ⅱ
波
方
･
大
西
･
菊
間

海
域
Ｓ
Ｔ
－
７

6
2
8
-
3
0

△
1
3

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

ア
ル
キ
ル
水
銀
は
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
分
析

有
機
溶
媒
４
項
目
：
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ト
ラ
ン
ス
－
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ｐ
－
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

農
薬
１
１
項
目
：
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
、
オ
キ
シ
ン
銅
、
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル
、
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
、
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ン

内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
３
項
目
：
４
－
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ

1
3

今
治
海
域

Ｓ
Ｔ
－
５

6
3
2
-
 
5

◇

1
3

◎

1
3

6
3
2
-
4

1
3

◎

波
方
･
大
西
･
菊
間

海
域
Ｓ
Ｔ
－
３

◎

6
3
2
-
 
2

波
方
･
大
西
･
菊
間

海
域
Ｓ
Ｔ
－
１

今
治
海
域

Ｓ
Ｔ
－
４

Ａ Ⅱ 生 物 特 Ａ Ａ Ⅱ

1
3

1
3

◎

今
治
海
域

伊
予
灘
一
般

(
伊
予
灘
一
般
)

Ａ Ⅱ

波
方
･
大
西
･
菊
間

海
域
Ｓ
Ｔ
－
６

波
方
･
大
西
･
菊
間

海
域
Ｓ
Ｔ
－
２

Ａ Ⅱ 生 物 特 Ａ

今
治
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

愛
媛
県

燧
灘
北
西
部

(
燧
灘
北
西
部
)

Ａ Ⅱ 生 物 Ａ

◎

今
治
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

6
2
8
-
 
1

◎

6
2
8
-
 
4

1
3

1
3

6
2
8
-
 
3

◎

波
方
･
大
西
･
菊
間

海
域
Ｓ
Ｔ
－
４

1
3

◆

6
2
8
-
 
5

6
2
8
-
 
6

6
2
8
-
 
2

6
3
2
-
 
3

◆

1
3

波
方
･
大
西
･
菊
間

海
域
Ｓ
Ｔ
－
５
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（
２
）
  
海
域

調 査 機 関

塩 分
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

P F O S 及 び P F O A

溶 解 性 鉄

銅
一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

ク ロ ム

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ア ニ リ ン

ベ ン ゼ ン

セ レ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

ア ン チ モ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

Ｅ Ｐ Ｎ

農 薬 １ １ 項 目

ウ ラ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

全 マ ン ガ ン

ト ル エ ン

キ シ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ア ル キ ル 水 銀

Ｐ Ｃ Ｂ

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

カ ド ミ ウ ム

全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム

砒 素
総 水 銀

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 窒 素

全 リ ン

全 亜 鉛

ノ ニ ル フ � ノ � ル

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

p Ｈ
Ｂ Ｏ Ｄ

Ｃ Ｏ Ｄ

Ｓ Ｓ
Ｄ Ｏ

大 腸 菌 数

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

測
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
数

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

要
　
　
監
　
　
視
　
　
項
　
　
目

特
殊
項
目

そ
の

他

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号
水
 
 
系

水
 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

測
定
地
点
名

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
6

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
6

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
6

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
6

6
6

6

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１
４

6
2
3
-
5
1

(
3
地
点
)

1
4

2
6

上
期

下
期

（
底

質
）

6
6

ア
ル
キ
ル
水
銀
は
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
分
析

有
機
溶
媒
４
項
目
：
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ト
ラ
ン
ス
－
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ｐ
－
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

農
薬
１
１
項
目
：
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
、
オ
キ
シ
ン
銅
、
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル
、
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
、
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ン

内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
３
項
目
：
４
－
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ

北
条
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

1
4

6
2
1
-
 
1

1
4

△

1
4

6
2
8
-
 
7

1
4

◎

6
2
3
-
 
1

○ ○
松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
６

松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
９

北
条
海
域

Ｓ
Ｔ
－
４

◎ ○

6
2
2
-
 
1

北
条
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

6
2
8
-
 
8

松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
５

◎

1
4

Ｃ

松
山
海
域

ＢⅡ

伊
予
灘
一
般

(
伊
予
灘
一
般
)

三
津
内
港
(
乙
)

吉
田
浜
船
溜
り

(
甲
)

三
津
内
港
(
甲
)

Ａ Ⅱ

松
山
市

6
2
8
-
 
9

Ｃ

北
条
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

1
4

1
4

6
2
8
-
3
1

－ 24 －



  
（
２
）
  
海
域

調 査 機 関

塩 分
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

P F O S 及 び P F O A

溶 解 性 鉄

銅
一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

ク ロ ム

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ア ニ リ ン

ベ ン ゼ ン

セ レ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

ア ン チ モ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

Ｅ Ｐ Ｎ

農 薬 １ １ 項 目

ウ ラ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

全 マ ン ガ ン

ト ル エ ン

キ シ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ア ル キ ル 水 銀

Ｐ Ｃ Ｂ

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

カ ド ミ ウ ム

全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム

砒 素
総 水 銀

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 窒 素

全 リ ン

全 亜 鉛

ノ ニ ル フ � ノ � ル

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

p Ｈ
Ｂ Ｏ Ｄ

Ｃ Ｏ Ｄ

Ｓ Ｓ
Ｄ Ｏ

大 腸 菌 数

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

測
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
数

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

要
　
　
監
　
　
視
　
　
項
　
　
目

特
殊
項
目

そ
の

他

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号
水
 
 
系

水
 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

測
定
地
点
名

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
6

6
6

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
6

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
6

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
6

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

ア
ル
キ
ル
水
銀
は
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
分
析

有
機
溶
媒
４
項
目
：
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ト
ラ
ン
ス
－
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ｐ
－
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

農
薬
１
１
項
目
：
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
、
オ
キ
シ
ン
銅
、
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル
、
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
、
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ン

内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
３
項
目
：
４
－
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ

1
4

◎

6
2
6
-
 
1

6
2
4
-
 
1

6
2
5
-
 
1

松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

1
4

1
4

○

Ｂ
1
4

○
松
山
外
港

Ａ Ⅱ

松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

Ｂ
松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１
０

松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
８

6
2
8
-
1
0

松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

6
2
8
-
1
1

松
山
海
域

伊
予
灘
一
般

(
伊
予
灘
一
般
)

和
気
港

Ｂ

吉
田
浜
船
溜
り

(
乙
)

松
山
市

○ ◎

1
4

－ 25 －



  
（
２
）
  
海
域

調 査 機 関

塩 分
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

P F O S 及 び P F O A

溶 解 性 鉄

銅
一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

ク ロ ム

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ア ニ リ ン

ベ ン ゼ ン

セ レ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

ア ン チ モ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

Ｅ Ｐ Ｎ

農 薬 １ １ 項 目

ウ ラ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

全 マ ン ガ ン

ト ル エ ン

キ シ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ア ル キ ル 水 銀

Ｐ Ｃ Ｂ

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

カ ド ミ ウ ム

全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム

砒 素
総 水 銀

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 窒 素

全 リ ン

全 亜 鉛

ノ ニ ル フ � ノ � ル

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

p Ｈ
Ｂ Ｏ Ｄ

Ｃ Ｏ Ｄ

Ｓ Ｓ
Ｄ Ｏ

大 腸 菌 数

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数
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定

 
 
 
時

　
期
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測
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
数

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

要
　
　
監
　
　
視
　
　
項
　
　
目

特
殊
項
目

そ
の

他
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　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号
水
 
 
系

水
 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

測
定
地
点
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２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
6

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
6

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
6

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
6

6
1
2
偶

数
月

1
2

1
2

1
2

6
6

偶
数

月
6

6
6

6
6

1
1

下
期

（
水

質
及

び
底

質
）

1

松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１
５

6
2
8
-
5
1

1
4

6
6

偶
数

月
6

ア
ル
キ
ル
水
銀
は
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
分
析

有
機
溶
媒
４
項
目
：
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ト
ラ
ン
ス
－
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ｐ
－
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

農
薬
１
１
項
目
：
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
、
オ
キ
シ
ン
銅
、
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル
、
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
、
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ン

内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
３
項
目
：
４
－
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ

◎
6
2
8
-
1
6

松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１
１

松
山
海
域

伊
予
灘
一
般

(
伊
予
灘
一
般
)

Ａ Ⅱ

松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
４

松
山
市

6
2
8
-
1
5

◎
1
4

◎ ◎

6
2
8
-
1
3

◎
1
4

松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
７

松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１
３

6
2
8
-
1
4

松
山
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１
２

6
2
8
-
1
2

1
4

1
4

1
4

－ 26 －



  
（
２
）
  
海
域

調 査 機 関

塩 分
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

P F O S 及 び P F O A

溶 解 性 鉄

銅
一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

ク ロ ム

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ア ニ リ ン

ベ ン ゼ ン

セ レ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

ア ン チ モ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

Ｅ Ｐ Ｎ

農 薬 １ １ 項 目

ウ ラ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

全 マ ン ガ ン

ト ル エ ン

キ シ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ア ル キ ル 水 銀

Ｐ Ｃ Ｂ

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

カ ド ミ ウ ム

全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム

砒 素
総 水 銀

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 窒 素

全 リ ン

全 亜 鉛

ノ ニ ル フ � ノ � ル

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

p Ｈ
Ｂ Ｏ Ｄ

Ｃ Ｏ Ｄ

Ｓ Ｓ
Ｄ Ｏ

大 腸 菌 数

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

測
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
数

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

要
　
　
監
　
　
視
　
　
項
　
　
目

特
殊
項
目

そ
の

他

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号
水
 
 
系

水
 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

測
定
地
点
名

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

下
期

1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

2

伊
予
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

6
2
8
-
2
0

◎
1
5

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

双
海
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

6
2
8
-
2
2

◎
1
5

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

長
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

6
2
8
-
2
3

◎
1
6

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

下
期

1

長
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

6
2
8
-
2
5

◎
1
6

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

長
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
４

6
2
8
-
2
6

◎
1
6

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

Ⅱ
長
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
５

6
2
8
-
3
3

△
1
6

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

 

ア
ル
キ
ル
水
銀
は
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
分
析

有
機
溶
媒
４
項
目
：
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ト
ラ
ン
ス
－
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ｐ
－
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

農
薬
１
１
項
目
：
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
、
オ
キ
シ
ン
銅
、
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル
、
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
、
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ン

内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
３
項
目
：
４
－
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ

Ⅱ
6
2
8
-
3
2

1
5

△

6
2
8
-
1
9

6
2
8
-
2
1

◎

長
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

Ａ Ⅱ

松
前
港

Ｂ

伊
予
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

伊
予
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

6
2
8
-
2
4

双
海
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

松
前
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

6
2
8
-
1
7

6
2
8
-
1
8

松
前
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

松
前
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

6
2
7
-
 
1

伊
予
海
域

伊
予
灘
一
般

(
伊
予
灘
一
般
)

Ａ Ⅱ

松
前
海
域

伊
予
灘
一
般

(
伊
予
灘
一
般
)

Ａ ⅡＡ Ⅱ

1
6

1
5

1
5

1
5

◎ ◎

1
5

◎
1
5

愛
媛
県

○ ◎

大
洲
海
域

伊
予
灘
一
般

(
伊
予
灘
一
般
)

－ 27 －



  
（
２
）
  
海
域

調 査 機 関

塩 分
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

P F O S 及 び P F O A

溶 解 性 鉄

銅
一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

ク ロ ム

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ア ニ リ ン

ベ ン ゼ ン

セ レ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

ア ン チ モ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

Ｅ Ｐ Ｎ

農 薬 １ １ 項 目

ウ ラ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

全 マ ン ガ ン

ト ル エ ン

キ シ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ア ル キ ル 水 銀

Ｐ Ｃ Ｂ

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

カ ド ミ ウ ム

全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム

砒 素
総 水 銀

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 窒 素

全 リ ン

全 亜 鉛

ノ ニ ル フ � ノ � ル

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

p Ｈ
Ｂ Ｏ Ｄ

Ｃ Ｏ Ｄ

Ｓ Ｓ
Ｄ Ｏ

大 腸 菌 数

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

測
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
数

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

要
　
　
監
　
　
視
　
　
項
　
　
目

特
殊
項
目

そ
の

他

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号
水
 
 
系

水
 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

測
定
地
点
名

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

伊
予
灘
一
般

(
伊
予
灘
一
般
)

Ａ Ⅱ
伊
方
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

6
2
8
-
2
7

◎
1
7

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

1
1

上
期

1

伊
方
海
域

Ｓ
Ｔ
－
４

6
3
1
-
 
5

◎
1
7

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

伊
予
灘
一
般

(
伊
予
灘
一
般
)

Ａ Ⅱ
三
崎
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

6
2
8
-
2
9

◎
1
7

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

Ⅱ
三
崎
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

6
3
1
-
3
4

△
1
7

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

2

Ⅱ
瀬
戸
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

6
2
8
-
3
4

△
1
7

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

1
1

上
期

1
1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

八
幡
浜
･
保
内
海

域
Ｓ
Ｔ
－
２

6
3
1
-
 
7

◎
1
8

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

八
幡
浜
･
保
内
海

域
Ｓ
Ｔ
－
３

6
3
1
-
 
8

◎
1
8

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

2

八
幡
浜
･
保
内
海

域
Ｓ
Ｔ
－
６

6
3
1
-
1
0

◎
1
8

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

Ⅱ
八
幡
浜
･
保
内
海

域
Ｓ
Ｔ
－
７

6
3
1
-
3
5

△
1
8

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

ア
ル
キ
ル
水
銀
は
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
分
析

有
機
溶
媒
４
項
目
：
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ト
ラ
ン
ス
－
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ｐ
－
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

農
薬
１
１
項
目
：
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
、
オ
キ
シ
ン
銅
、
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル
、
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
、
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ン

内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
３
項
目
：
４
－
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ

宇
和
海
一
般

(
宇
和
海
一
般
)

Ａ Ⅱ

6
3
1
-
 
1

宇
和
海
一
般

(
宇
和
海
一
般
)

伊
予
灘
一
般

(
伊
予
灘
一
般
)

Ａ Ⅱ

伊
方
海
域

伊
方
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

Ｂ
八
幡
浜
･
保
内
海

域
Ｓ
Ｔ
－
５

◎

1
81
7

愛
媛
県

◎
1
7

1
7

◎
1
7

1
7

1
8

◎

1
8

◎ ◎○

瀬
戸
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

Ａ Ⅱ

6
3
1
-
 
9

◎

6
3
1
-
 
3

八
幡
浜
港

6
2
9
-
 
1

三
崎
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

6
3
1
-
 
2

瀬
戸
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

A Ⅱ
宇
和
海
一
般

(
宇
和
海
一
般
)

八
幡
浜
･
保
内
海

域
Ｓ
Ｔ
－
４

6
2
8
-
2
8

宇
和
海
一
般

(
宇
和
海
一
般
)

Ａ Ⅱ

八
幡
浜
･
保
内
海

域
Ｓ
Ｔ
－
１

6
3
1
-
 
6

八
幡
浜
海
域

6
3
1
-
 
4

伊
方
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３
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（
２
）
  
海
域

調 査 機 関

塩 分
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

P F O S 及 び P F O A

溶 解 性 鉄

銅
一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

ク ロ ム

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ア ニ リ ン

ベ ン ゼ ン

セ レ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

ア ン チ モ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

Ｅ Ｐ Ｎ

農 薬 １ １ 項 目

ウ ラ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

全 マ ン ガ ン

ト ル エ ン

キ シ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ア ル キ ル 水 銀

Ｐ Ｃ Ｂ

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

カ ド ミ ウ ム

全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム

砒 素
総 水 銀

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 窒 素

全 リ ン

全 亜 鉛

ノ ニ ル フ � ノ � ル

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

p Ｈ
Ｂ Ｏ Ｄ

Ｃ Ｏ Ｄ

Ｓ Ｓ
Ｄ Ｏ

大 腸 菌 数

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

測
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
数

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

要
　
　
監
　
　
視
　
　
項
　
　
目

特
殊
項
目

そ
の

他

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号
水
 
 
系

水
 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

測
定
地
点
名

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

三
瓶
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

6
3
1
-
1
2

◎
1
9

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

三
瓶
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

6
3
1
-
1
3

◎
1
9

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

明
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

6
3
1
-
1
4

◎
1
9

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

2

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

1
1

上
期

1

1
1

上
期

（
水

質
及

び
底

質
）

1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4
2

1
1

上
期

1
1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

下
期

1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

下
期

1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

宇
和
島
海
域

Ｓ
Ｔ
－
４

6
3
1
-
2
2

◎
2
0

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

Ⅱ
宇
和
島
海
域

Ｓ
Ｔ
－
５

6
3
1
-
3
6

△
2
0

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

ア
ル
キ
ル
水
銀
は
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
分
析

有
機
溶
媒
４
項
目
：
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ト
ラ
ン
ス
－
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ｐ
－
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

農
薬
１
１
項
目
：
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
、
オ
キ
シ
ン
銅
、
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル
、
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
、
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ン

内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
３
項
目
：
４
－
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ

6
3
1
-
2
0

吉
田
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

2
02
0

◎

Ａ Ⅱ
宇
和
海
一
般

(
宇
和
海
一
般
)

6
3
1
-
1
9

6
3
1
-
1
8

明
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

◎

西
予
海
域

Ａ Ⅱ

6
3
1
-
1
7

◎
1
9

2
0

吉
田
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

2
0

宇
和
島
港

Ｂ

宇
和
島
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

6
3
0
-
 
2

○

6
3
1
-
1
6

宇
和
島
海
域

宇
和
海
一
般

(
宇
和
海
一
般
)

吉
田
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

愛
媛
県

◎ ◎

1
9 1
9

◎
三
瓶
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

6
3
1
-
1
1

6
3
1
-
1
5

○

宇
和
島
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

◎

明
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
４

宇
和
島
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

6
3
0
-
 
1

Ａ Ⅱ

宇
和
海
一
般

(
宇
和
海
一
般
)

明
浜
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

2
0

1
9

6
3
1
-
2
1

2
0

◎
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（
２
）
  
海
域

調 査 機 関

塩 分
塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ �

P F O S 及 び P F O A

溶 解 性 鉄

銅
一 � 四 │ ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

ク ロ ム

エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン

4 │ ｔ │ オ ク チ ル フ � ノ � ル

内 分 泌 攪 乱 化 学 物 質 ３ 項 目

フ タ ル 酸 ジ エ チ ル ヘ キ シ ル

ア ニ リ ン

ベ ン ゼ ン

セ レ ン

硝 酸 性 窒 素 及 び 亜 硝 酸 性 窒 素

ニ � ケ ル

モ リ ブ デ ン

ア ン チ モ ン

有 機 溶 媒 ４ 項 目

Ｅ Ｐ Ｎ

農 薬 １ １ 項 目

ウ ラ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

全 マ ン ガ ン

ト ル エ ン

キ シ レ ン

シ ス │ 一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 一 � 一 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 � 二 │ ト リ ク ロ ロ エ タ ン

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

一 � 三 │ ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

ア ル キ ル 水 銀

Ｐ Ｃ Ｂ

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

一 � 二 │ ジ ク ロ ロ エ タ ン

一 � 一 │ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

カ ド ミ ウ ム

全 シ ア ン

鉛
六 価 ク ロ ム

砒 素
総 水 銀

ｎ │ ヘ キ サ ン 抽 出 物 質

全 窒 素

全 リ ン

全 亜 鉛

ノ ニ ル フ � ノ � ル

L A S � 直 鎖 ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル ホ ン 酸 及 び そ の 塩 �

p Ｈ
Ｂ Ｏ Ｄ

Ｃ Ｏ Ｄ

Ｓ Ｓ
Ｄ Ｏ

大 腸 菌 数

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 回 　 　 数

測
 
 
 
定

 
 
 
時

　
期

　 　 環 　 　 境 　 　 基 　 　 準 　 　 点

測
　
　
　
　
　
　
　
定
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
　
　
　
　
　
数

生
　
活
　
環
　
境
　
項
　
目

健
　
　
　
　
康
　
　
　
　
項
　
　
　
　
目

要
　
　
監
　
　
視
　
　
項
　
　
目

特
殊
項
目

そ
の

他

　 　 別 　 　 　 図 　 　 　 番 　 　 　 号

　 　 総 　 　 測 　 　 定 　 　 日 　 　 数

　 　 地 　 点 　 統 　 一 　 番 　 号
水
 
 
系

水
 
 
 
 
域

　 　 環 　 　 　 境 　 　 　 基 　 　 　 準

測
定
地
点
名

２ � ４ │ ジ ク ロ ロ フ � ノ � ル

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

宇
和
海
･
津
島

海
域
Ｓ
Ｔ
－
３

6
3
1
-
2
5

◎
2
0

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

内
海
･
御
荘
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

6
3
1
-
2
6

◎
2
1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

内
海
･
御
荘
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

6
3
1
-
2
7

◎
2
1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

1
1

上
期

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

下
期

1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2

Ⅱ
内
海
･
御
荘
海
域

Ｓ
Ｔ
－
５

6
3
1
-
3
7

△
2
1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2
2

西
海
･
城
辺
海
域

Ｓ
Ｔ
－
２

6
3
1
-
3
1

○
2
1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

2
2

上
期

下
期

2

西
海
･
城
辺
海
域

Ｓ
Ｔ
－
４

6
3
1
-
3
3

○
2
1

4
8

四
半

期
毎

8
8

8
4

4

ア
ル
キ
ル
水
銀
は
総
水
銀
が
検
出
さ
れ
た
場
合
に
分
析

有
機
溶
媒
４
項
目
：
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
、
ト
ラ
ン
ス
－
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
、
ｐ
－
ジ
ク
ロ
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、

農
薬
１
１
項
目
：
イ
ソ
キ
サ
チ
オ
ン
、
ダ
イ
ア
ジ
ノ
ン
、
フ
ェ
ニ
ト
ロ
チ
オ
ン
、
イ
ソ
プ
ロ
チ
オ
ラ
ン
、
オ
キ
シ
ン
銅
、
ク
ロ
ロ
タ
ロ
ニ
ル
、
プ
ロ
ピ
ザ
ミ
ド
、
ジ
ク
ロ
ル
ボ
ス
、
フ
ェ
ノ
ブ
カ
ル
ブ
、
イ
プ
ロ
ベ
ン
ホ
ス
、
ク
ロ
ル
ニ
ト
ロ
フ
ェ
ン

内
分
泌
攪
乱
化
学
物
質
３
項
目
：
４
－
オ
ク
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ビ
ス
フ
ェ
ノ
ー
ル
Ａ
、
Ｄ
Ｄ
Ｔ

2
0

2
1

2
1

◎

宇
和
海
･
津
島

海
域
Ｓ
Ｔ
－
１

6
3
1
-
2
3

◎

内
海
･
御
荘
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

6
3
1
-
2
8

愛
媛
県

愛
南
海
域

Ａ Ⅱ
宇
和
海
一
般

(
宇
和
海
一
般
)

Ａ

宇
和
海
一
般

(
宇
和
海
一
般
)

宇
和
島
海
域

Ａ Ⅱ

○

宇
和
海
･
津
島

海
域
Ｓ
Ｔ
－
２

6
3
1
-
2
4

内
海
･
御
荘
海
域

Ｓ
Ｔ
－
４

6
3
1
-
2
9

◎

西
海
･
城
辺
海
域

Ｓ
Ｔ
－
３

2
1

6
3
1
-
3
2

○
2
1

西
海
･
城
辺
海
域

Ｓ
Ｔ
－
１

6
3
1
-
3
0

2
0

◎

－ 30 －



 

 

 

 

 

 

 

 別図－１～２１ 

公共用水域水質調査地点図 
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出典：国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/vector/）
地理院タイルを加工して作成
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Ⅱ 地下水の水質測定計画 

 

 

 



Ⅱ    地下水の水質測定計画 

 

  １  目的 

      この調査は、水質汚濁防止法第16条第１項の規定に基づき、愛媛県の区域に属す

る地下水の水質の測定計画について、必要な事項を定めるものである。 

 

  ２  調査期間 

      令和６年４月～令和７年３月 

 

  ３  調査の種類 

（１）  継続監視調査（定期モニタリング調査） 

汚染地域について継続的に監視を行うための調査とする。 

 

    （２） 概況調査 

地域の全体的な地下水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調

査とする。 

 

    （３）  汚染井戸周辺地区調査 

概況調査により新たに発見された、又は事業者からの報告等により新たに明

らかになった汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明

に資するために水質調査を実施する。 

また、継続監視調査において一定期間連続して環境基準超過等がない場合は、     

継続監視調査を終了するために水質調査を実施する。 

 

  ４  測定地点及び調査内容 

    （１） 継続監視調査（定期モニタリング調査） 

県内各市町で61地点（うち県44地点、国土交通省６地点、松山市11地点）で

調査を実施する。 

詳細は、別表－１及び別図－１のとおり。 

 

    （２）  概況調査 

県内各市町20地点（うち県10地点、松山市10地点）で調査を実施する。 

詳細は、別表－２及び別図－２のとおり。 

 

  ５  調査項目及び回数等 

    （１）  調査項目 

        ア  継続監視調査（定期モニタリング調査） 

(環境基準28項目及び要監視21項目） 

     環境基準28項目 

            ｶﾄﾞﾐｳﾑ、全ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、砒素、総水銀、ｱﾙｷﾙ水銀、PCB、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、 

      四塩化炭素、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ）、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ﾁｳﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｾﾚﾝ、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 

     要監視21項目 

      ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ、p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｲｿｷｻﾁｵﾝ、ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ、 

ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ、ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ、ｵｷｼﾝ銅、ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ、ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ、EPN、ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ、 

ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ、ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ、ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ、 
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ﾆｯｹﾙ、ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ、ｱﾝﾁﾓﾝ 

 

        イ  概況調査 

（環境基準28項目、要監視25項目及びダイオキシン類） 

          環境基準28項目 

            ｶﾄﾞﾐｳﾑ、全ｼｱﾝ、鉛、六価ｸﾛﾑ、砒素、総水銀、ｱﾙｷﾙ水銀、PCB、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、 

      四塩化炭素、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ）、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ﾁｳﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、 

ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｾﾚﾝ、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 

要監視25項目 

      ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ、p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｲｿｷｻﾁｵﾝ、ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ、 

ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ、ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ、ｵｷｼﾝ銅、ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ、ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ、EPN、ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ、 

ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ、ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ、ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ、 

ﾆｯｹﾙ、ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ、ｱﾝﾁﾓﾝ、ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ、全ﾏﾝｶﾞﾝ、ｳﾗﾝ、 

ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA） 

 

    （２） 回数等 

          ア  継続監視調査（定期モニタリング調査） 

              対象井戸について、１～４回実施することとする。 

          イ  概況調査  

              対象井戸について、１～２回実施することとする。 

          ウ  汚染井戸周辺地区調査 

新規汚染井戸発見後、できるだけ早急に実施することとし、継続監視調

査終了に係る調査は１回実施することとする。地区内での調査は、降雨等

の影響を避け、できるだけ同時期に行うこととする。 

 

  ６  調査方法 

地下水質調査方法（「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」（平

成元年９月14日環水管第189号水質保全局長通知）別紙）に準ずるものとする。 

 

  ７  分析方法 

分析方法は、｢地下水の水質汚濁に係る環境基準について｣（平成９年３月13日環

境庁告示第10号）、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等に

ついて」（平成16年３月31日環水企発第040331003号、環水土発第040331005号環境管

理局水環境部長通知）、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行

等について」（令和２年５月28日環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号

水・大気環境局長通知）及び「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水

底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準について」（平成11年12月

27日環境庁告示第68号）に掲げる方法によるものとする。 

 

  ８  測定結果 

測定結果については、県及び国土交通省の各測定機関の長は、別表３、４の様式に

より令和７年３月末日までに知事に報告するものとする。また、松山市については、

令和７年６月末日までに水質関連システムにより、環境大臣に報告するものとする。

なお、環境基準項目及びダイオキシン類については、環境基準を超える測定結果が得

られたときは、直ちに知事に報告するものとする。 
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硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

今
治
市
菊
間
町
池
原

1
0

1
7

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

今
治
市
菊
間
町
佐
方

1
1

1
7

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

今
治
市
大
西
町
九
王

1
2

1
7

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

今
治
市
大
西
町
山
之
内

1
3

1
7

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

今
治
市
宮
窪
町
友
浦

1
4

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

今
治
市
宮
窪
町
友
浦

1
5

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

今
治
市
伯
方
町
木
浦

1
6

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

今
治
市
伯
方
町
叶
浦

1
7

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

今
治
市
大
三
島
町
野
々
江

1
8

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

今
治
市
大
三
島
町
宗
方

1
9

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

今
治
市
上
浦
町
盛

2
0

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

今
治
市
上
浦
町
井
口

2
1

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

今
治
市
上
浦
町
瀬
戸

2
2

1
7

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

今
治
市
関
前
小
大
下

2
3

1
7

1
1

砒
素

越
智
郡
上
島
町
弓
削
下
弓
削

2
4

1
7

1
1

砒
素

越
智
郡
上
島
町
弓
削
狩
尾

2
5

1
7

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

越
智
郡
上
島
町
弓
削
佐
島

2
6

1
7

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

越
智
郡
上
島
町
生
名

2
7

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

越
智
郡
上
島
町
岩
城

2
8

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

東
温
市
志
津
川

2
9

1
8
,2

2
2

環
境
基
準
１
３
項
目
※
１
、
要
監
視
５
項
目
※
２

東
温
市
見
奈
良

3
0

1
8
,2

2
2

環
境
基
準
１
３
項
目
※
１
、
要
監
視
５
項
目
※
２

東
温
市
北
野
田

3
1

1
8
,2

2
2

環
境
基
準
１
３
項
目
※
１
、
要
監
視
５
項
目
※
２

別
表
－
１
　
　
継
続
監
視
調
査
（
定
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
）
一
覧
表

測
定
地
点
名

地
点
番
号

別
図
番
号

測
　
定
　
頻
　
度

測
　
　
定
　
　
項
　
　
目

調
査
機
関
名

愛
媛
県

国
土
交
通
省

注
)※

１
：
ﾄﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
、
ﾃ
ﾄﾗ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
、
四
塩
化
炭
素
、
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ﾒ
ﾀ
ﾝ
、
1
,2
-
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ
、
1
,1
,1
-
ﾄﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ
、
1
,1
,2
-
ﾄﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ
、
1
,1
-
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
、
1
,2
-
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
、
1
,3
-
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ﾌ
ﾟﾛ
ﾍ
ﾟﾝ
、
ﾍ
ﾞﾝ
ｾ
ﾞﾝ
、

　
　
　
　
　
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
：
塩
化
ﾋ
ﾞﾆ
ﾙ
又
は
塩
化
ﾋ
ﾞﾆ
ﾙ
ﾓ
ﾉ
ﾏ
ｰ
）
、
1
,4
-
ｼ
ﾞｵ
ｷ
ｻ
ﾝ

　
　
※
２
：
ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾎ
ﾙ
ﾑ
、
1
,2
-
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ﾌ
ﾟﾛ
ﾊ
ﾟﾝ
、
p
-
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ﾍ
ﾞﾝ
ｾ
ﾞﾝ
、
ﾄﾙ
ｴ
ﾝ
、
ｷ
ｼ
ﾚ
ﾝ
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測
定
月

総
測
定
日
数

総
測
定
回
数

松
山
市
生
石
町

3
2

1
6
,1
1

2
2

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
１
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

松
山
市
山
西
町

3
3

1
6

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

松
山
市
小
浜

3
4

1
6

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

松
山
市
宮
野

3
5

1
6

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

松
山
市
宇
和
間

3
6

1
6

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

松
山
市
睦
月

3
7

1
6

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

松
山
市
津
和
地

3
8

1
6

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

松
山
市
上
怒
和

3
9

1
6

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

松
山
市
吉
藤
４
丁
目

4
0

1
6

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

松
山
市
由
良
町

4
1

1
6

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

松
山
市
松
前
町

4
2

1
6
,1
1

2
2

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
１
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
１
，
２
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

松
山
市
平
井
町

4
3

1
8
,2

2
2

環
境
基
準
１
３
項
目
※
１
、
要
監
視
５
項
目
※
２

松
山
市
土
居
町

4
4

1
8
,2

2
2

環
境
基
準
１
３
項
目
※
１
、
要
監
視
５
項
目
※
２
(８
月
の
み
※
１
、
※
２
、
※
３
、
※
４
を
調
査
)

伊
予
郡
松
前
町
北
黒
田

4
5

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

伊
予
郡
砥
部
町
川
井

4
6

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

伊
予
市
灘
町

4
7

1
7
,1
1

2
2

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

伊
予
市
下
吾
川

4
8

1
7

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

伊
予
市
森

4
9

1
7

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

伊
予
市
双
海
町
上
灘

5
0

1
7

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

伊
予
市
中
山
町
中
山

5
1

1
7
,1
1

2
2

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

上
浮
穴
郡
久
万
高
原
町
久
万

5
2

1
7
,1
1

2
2

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

喜
多
郡
内
子
町
大
瀬
中
央

5
3

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

大
洲
市
大
洲

5
4

1
7
,1
1

2
2

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

大
洲
市
中
村

5
5

1
5
,8
,1
1
,2

4
4

環
境
基
準
１
３
項
目
※
１
、
要
監
視
５
項
目
※
２
(８
月
の
み
※
１
、
※
２
、
※
３
、
※
４
を
調
査
)

国
土
交
通
省

西
宇
和
郡
伊
方
町
九
町

5
6

1
7

1
1

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

西
宇
和
郡
伊
方
町
二
見

5
7

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

八
幡
浜
市
保
内
町
川
之
石

5
8

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

宇
和
島
市
吉
田
町
裡
町

5
9

1
7

1
1

砒
素

宇
和
島
市
伊
吹
町

6
0

1
7
,1
1

2
2

砒
素

北
宇
和
郡
鬼
北
町
大
字
永
野
市

6
1

1
7
,1
1

2
2

硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

松
山
市

別
表
－
１
　
　
継
続
監
視
調
査
（
定
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
）
一
覧
表

測
定
地
点
名

測
　
定
　
頻
　
度

測
　
　
定
　
　
項
　
　
目

調
査
機
関
名

　
　
※
２
：
ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾎ
ﾙ
ﾑ
、
1
,2
-
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ﾌ
ﾟﾛ
ﾊ
ﾟﾝ
、
p
-
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ﾍ
ﾞﾝ
ｾ
ﾞﾝ
、
ﾄﾙ
ｴ
ﾝ
、
ｷ
ｼ
ﾚ
ﾝ

　
　
※
３
：
ｶ
ﾄﾞ
ﾐｳ
ﾑ
、
全
ｼ
ｱ
ﾝ
、
鉛
、
六
価
ｸ
ﾛ
ﾑ
、
砒
素
、
総
水
銀
、
ｱ
ﾙ
ｷ
ﾙ
水
銀
、
P
C
B
、
ｼ
ﾏ
ｼ
ﾞﾝ
、
ﾁ
ｵ
ﾍ
ﾞﾝ
ｶ
ﾙ
ﾌ
ﾞ、
ﾁ
ｳ
ﾗ
ﾑ
、
ｾ
ﾚ
ﾝ
、
ほ
う
素
、
ふ
っ
素
、
硝
酸
性
窒
素
及
び
亜
硝
酸
性
窒
素

　
　
※
４
：
ｲ
ｿ
ｷ
ｻ
ﾁ
ｵ
ﾝ
、
ﾀ
ﾞｲ
ｱ
ｼ
ﾞﾉ
ﾝ
、
ﾌ
ｪ
ﾆ
ﾄﾛ
ﾁ
ｵ
ﾝ
、
ｲ
ｿ
ﾌ
ﾟﾛ
ﾁ
ｵ
ﾗ
ﾝ
、
ｸ
ﾛ
ﾛ
ﾀ
ﾛ
ﾆ
ﾙ
、
ﾌ
ﾟﾛ
ﾋ
ﾟｻ
ﾞﾐ
ﾄﾞ
、
E
P
N
、
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾙ
ﾎ
ﾞｽ
、
ﾌ
ｪ
ﾉ
ﾌ
ﾞｶ
ﾙ
ﾌ
ﾞ、
ｲ
ﾌ
ﾟﾛ
ﾍ
ﾞﾝ
ﾎ
ｽ
、
ｸ
ﾛ
ﾙ
ﾆ
ﾄﾛ
ﾌ
ｪ
ﾝ
、
ｵ
ｷ
ｼ
ﾝ
銅
、
ﾌ
ﾀ
ﾙ
酸
ｼ
ﾞｴ
ﾁ
ﾙ
ﾍ
ｷ
ｼ
ﾙ
、
ﾆ
ｯ
ｹ
ﾙ
、
ﾓ
ﾘﾌ
ﾞﾃ
ﾞﾝ
、
ｱ
ﾝ
ﾁ
ﾓ
ﾝ

国
土
交
通
省

愛
媛
県

愛
媛
県

注
)※

１
：
ﾄﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
、
ﾃ
ﾄﾗ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
、
四
塩
化
炭
素
、
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ﾒ
ﾀ
ﾝ
、
1
,2
-
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ
、
1
,1
,1
-
ﾄﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ
、
1
,1
,2
-
ﾄﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ
、
1
,1
-
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
、
1
,2
-
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ
、
1
,3
-
ｼ
ﾞｸ
ﾛ
ﾛ
ﾌ
ﾟﾛ
ﾍ
ﾟﾝ
、
ﾍ
ﾞﾝ
ｾ
ﾞﾝ
、

　
　
　
　
　
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
：
塩
化
ﾋ
ﾞﾆ
ﾙ
又
は
塩
化
ﾋ
ﾞﾆ
ﾙ
ﾓ
ﾉ
ﾏ
ｰ
）
、
1
,4
-
ｼ
ﾞｵ
ｷ
ｻ
ﾝ

地
点
番
号

別
図
番
号

－ 48 －



測定月
総測定
日　数

総測定
回　数

西条市周布 1 2 7 1 1

今治市玉川町小鴨部 2 2 7 1 1

上島町生名 3 2 7 1 1

東温市牛渕 4 2 7 1 1

松前町大字中川原 5 2 7 1 1

砥部町川井 6 2 7 1 1

内子町内子 7 2 7 1 1

西予市明浜町田之浜 8 2 7 1 1

宇和島市吉田町奥浦 9 2 7 1 1

鬼北町興野々 10 2 7 1 1

松山市善応寺町 11 2 6 1 1 　環境基準項目２８項目※１

松山市福角町 12 2 6 1 1 　環境基準項目２８項目※１

松山市梅田町 13 2 6 1 1 　環境基準項目２８項目※１

松山市北吉田町 14 2 6 1 1 　環境基準項目２８項目※１

松山市朝美1丁目 15 2 6 1 1 　環境基準項目２８項目※１

松山市岩崎町2丁目 16 2 6 1 1 　環境基準項目２８項目※１、要監視２５項目※２

松山市小坂3丁目 17 2 6 1 1 　環境基準項目２８項目※１

松山市西垣生町 18 2 6 1 1 　環境基準項目２８項目※１

松山市来住町 19 2 6 1 1 　環境基準項目２８項目※１

松山市市坪南1丁目 20 2 10 1 1 　ダイオキシン類

　　　 　　ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ､ﾁｳﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ､ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ､ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｾﾚﾝ､硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素､
　　　 　 ふっ素、ほう素、1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ（ｱﾙｷﾙ水銀は、総水銀が検出された場合のみ分析）
　　※２ ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ、p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｲｿｷｻﾁｵﾝ、ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ、ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ、ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ、ｵｷｼﾝ銅、
　　　　 　ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ、ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ、EPN、ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ、ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ、ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ、ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ、ﾆｯｹﾙ、
　　　　　ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ、ｱﾝﾁﾓﾝ、ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ、全ﾏﾝｶﾞﾝ、ｳﾗﾝ、PFOS及びPFOA

調査機関

　砒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、
　ほう素、PFOS及びPFOA

愛媛県

松山市

注）※１：ｶﾄﾞﾐｳﾑ､全ｼｱﾝ､鉛､六価ｸﾛﾑ､砒素､総水銀､ｱﾙｷﾙ水銀､PCB､ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、四塩化炭素、クロロエチレン（別名：塩化ﾋﾞﾆﾙ
　　　　　又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ）、1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ､1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ､

別表－２　概況調査一覧表

測定地点名
地点
番号

別図
番号

測　定　頻　度

測定項目
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 別図－１～２ 

地下水調査地点図 

 

 

 

 

 



 

 

 
（国土地理院「地理院地図」を加工。） 

別図－１ 地下水調査地点図（継続監視調査） 
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（国土地理院「地理院地図」を加工。） 

別図－２ 地下水調査地点図（概況調査） 
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別表－４ 

地 下 水 水 質 測 定 結 果 表 

 

調査担当機関名 

（分析担当機関名） 

 

（       ） 

調  査  区  分  

市    町   名  

地    区   名  

井戸名又は井戸番号  

井
戸
の 

諸
元 

井戸の深度（ｍ）  

浅井戸・深井戸の別  

用      途  

採 水 年 月 日     

水     温（℃）     

調 
 

 
 

 
 

査 
 

 
 

 
 

項 
 

 
 

 
 

目 

カドミウム (mg/L)     

全シアン (mg/L)     

鉛 (mg/L)     

六価クロム (mg/L)     

砒素 (mg/L)     

総水銀 (mg/L)     

アルキル水銀 (mg/L)     

ＰＣＢ (mg/L)     

ジクロロメタン (mg/L)     

四塩化炭素 (mg/L)     

クロロエチレン (mg/L)     

1,2-ジクロロエタン (mg/L)     

1,1-ジクロロエチレン (mg/L)     

1,2-ジクロロエチレン (mg/L)     

1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)     

1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)     

トリクロロエチレン (mg/L)     

テトラクロロエチレン (mg/L)     

1,3-ジクロロプロペン (mg/L)     

チウラム (mg/L)     

シマジン (mg/L)     

チオベンカルブ (mg/L)     

ベンゼン (mg/L)     

セレン (mg/L)     

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)     

ふっ素 (mg/L)     

ほう素 (mg/L)     

1,4-ジオキサン (mg/L)     

措 置 状 況     

（注）本様式の記入に当たっては、次の点に留意すること。 

   １ 各井戸ごとに別の様式に記入する。（井戸ごとに一枚にまとめること。） 

   ２ 浅井戸・深井戸の別は井戸深度が第一不透水層以浅のものを浅井戸、以深のものを深井戸とする。 

   ３ 井戸の諸元中の用途の欄は、水道水源井戸、一般飲用井戸、生活用水井戸、工業用水井戸、その他の井戸 

     （農業用水井戸等）の別を記入する。 

   ４ 措置状況の欄は、井戸使用者に対する飲用指導、周辺事業場に対する立入検査・指導、汚染の発見に伴い 

     講じられた措置を記入する。 
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参 考 資 料 



参考－１  

 

水質汚濁に係る環境基準について  

 

昭和 46年 12月 28日  環境庁告示第 59号  

（改正）令和３年 10月７日  環境省告示第 62号  

 

 公害対策基本法（昭和 42 年法律第 132 号）第９条の規定に基づく水質汚濁に係る環境基準

を次のとおり告示する。  

 環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条

件につき人の健康を保護し及び生活環境（同法第２条第３項で規定するものをいう。以下同

じ。）を保全するうえで維持することが望ましい基準（以下「環境基準」という。）は、次の

とおりとする。  

第１  環境基準  

 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に関し、

それぞれ次のとおりとする。  

１  人の健康の保護に関する環境基準  

 人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表１の項目の欄に掲げる項

目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。  

２  生活環境の保全に関する環境基準  

(1) 生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表２の水域類型の欄に掲

げる水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、同表の基準値の欄に掲げる

とおりとする。  

(2) 水域類型の指定を行うに当たつては、次に掲げる事項によること。  

ア  水質汚濁に係る公害が著しくなつており、又は著しくなるおそれのある水域を優先するこ

と。  

イ  当該水域における水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況等を勘案すること。  

ウ  当該水域の利用目的及び将来の利用目的に配慮すること。  

エ  当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することとならないように配

慮すること。  

オ  目標達成のための施策との関連に留意し、達成期間を設定すること。  

カ  対象水域が、２以上の都道府県の区域に属する公共用水域 (以下「県際水域」という。 )の

一部の水域であるときは、水域類型の指定は、当該県際水域に関し、関係都道府県知事が行

う水域類型の指定と原則として同一の日付けで行うこと。  

第２  公共用水域の水質の測定方法等  

 環境基準の達成状況を調査するため、公共用水域の水質の測定を行なう場合には、次の事

項に留意することとする。  

(1) 測定方法は、別表１および別表２の測定方法の欄に掲げるとおりとする。  

 この場合においては、測定点の位置の選定、試料の採取および操作等については、水域の

利水目的との関連を考慮しつつ、最も適当と考えられる方法によるものとする。  

(2) 測定の実施は、人の健康の保護に関する環境基準の関係項目については、公共用水域の

水量の如何を問わずに随時、生活環境の保全に関する環境基準の関係項目については、公共

用水域が通常の状態（河川にあつては低水量以上の流量がある場合、湖沼にあつては低水位

以上の水位にある場合等をいうものとする。）の下にある場合に、それぞれ適宜行なうこと

とする。  

(3) 測定結果に基づき水域の水質汚濁の状況が環境基準に適合しているか否かを判断する場

合には、水域の特性を考慮して、２ないし３地点の測定結果を総合的に勘案するものとする。  

第３  環境基準の達成期間等  

 環境基準の達成に必要な期間およびこの期間が長期間である場合の措置は、次のとおりと

する。   

１  人の健康の保護に関する環境基準  

 これについては、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。  
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２  生活環境の保全に関する環境基準  

 これについては、各公共用水域ごとに、おおむね次の区分により、施策の推進とあいまち

つつ、可及的速かにその達成維持を図るものとする。  

(1) 現に著しい人口集中、大規模な工業開発等が進行している地域に係る水域で著しい水質

汚濁が生じているものまたは生じつつあるものについては、５年以内に達成することを目途

とする。ただし、これらの水域のうち、水質汚濁が極めて著しいため、水質の改善のための

施策を総合的に講じても、この期間内における達成が困難と考えられる水域については、当

面、暫定的な改善目標値を適宜設定することにより、段階的に当該水域の水質の改善を図り

つつ、極力環境基準の速やかな達成を期することとする。  

(2) 水質汚濁防止を図る必要のある公共用水域のうち、 (1)の水域以外の水域については、設

定後直ちに達成され、維持されるよう水質汚濁の防止に努めることとする。  

第４  環境基準の見直し  

１  環境基準は、次により、適宜改訂することとする。  

(1) 科学的な判断の向上に伴う基準値の変更および環境上の条件となる項目の追加等  

(2) 水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変化に伴う環境上の条件となる項目の追加等  

(3) 水域の利用の態様の変化等事情の変更に伴う各水域類型の該当水域および当該水域類型

に係る環境基準の達成期間の変更  

２  １の (３ )に係る環境基準の改定は、第１の２の (２ )に準じて行うものとする。 

 
 

別表１  人の健康の保護に関する環境基準  

項 目 基 準 値 測 定 方 法 

 カドミウム  0.003㎎/Ｌ以下 

 

日本産業規格Ｋ0102（以下「規格」という。）55.2、

55.3又は55.4に定める方法 

 全シアン 

 

 検出されないこと。 

 

規格38.1.2（規格38の備考11を除く。以下同じ。）及

び38.2に定める方法、規格38.1.2及び38.3に定める方

法、規格38.1.2及び38.5に定める方法又は付表１に掲

げる方法 

 鉛  0.01㎎/Ｌ以下 規格54に定める方法 

 六価クロム  0.02㎎/Ｌ以下 規格 65.2（規格 65.2.2及び 65.2.7を除く。）に定め

る方法（ただし、次の１から３までに掲げる場合に

あつては、それぞれ１から３までに定めるところに

よる。）  

１  規格 65.2.1に定める方法による場合  原則とし

て光路長 50㎜の吸収セルを用いること。  

２  規格 65.2.3、 65.2.4又は 65.2.5に定める方法に

よる場合（規格 65．の備考 11のｂ）による場合に

限 る 。 ）  試 料 に 、 そ の 濃 度 が 基 準 値 相 当 分

（ 0.02㎎ /Ｌ）増加するように六価クロム標準液

を 添 加 し て 添 加 回 収 率 を 求 め 、 そ の 値 が 70～

120％であることを確認すること。  

３  規格 65.2.6に定める方法により汽水又は海水を

測定する場合  ２に定めるところによるほか、日

本産業規格Ｋ 0170－ 7の 7の a)又は b)に定める操作

を行うこと。  

 砒素  0.01㎎/Ｌ以下 規格 61.2、 61.3又は 61.4に定める方法  

 総水銀  0.0005㎎/Ｌ以下 付表２に掲げる方法  

 アルキル水銀  検出されないこと。 付表３に掲げる方法  

 ＰＣＢ  検出されないこと。 付表４に掲げる方法  

 ジクロロメタン 

 

 0.02㎎/Ｌ以下 日本産業規格Ｋ 0125の 5.1、 5.2又は 5.3.2に定める

方法  

 四塩化炭素 

 

 0.002㎎/Ｌ以下 

 

日本産業規格Ｋ 0125の 5.1、 5.2、 5.3.1、 5.4.1又は

5.5に定める方法  

 １,２-ジクロロ 

 エタン 

 0.004㎎/Ｌ以下 

 

日本産業規格Ｋ 0125の 5.1、 5.2、 5.3.1又は 5.3.2に

定める方法  

 １,１-ジクロロ 

 エチレン 

 0.1㎎/Ｌ以下 

 

日本産業規格Ｋ 0125の 5.1、 5.2又は 5.3.2に定める

方法  
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 シス-１,２-ジ 

 クロロエチレン 

 0.04㎎/Ｌ以下 

 

日本産業規格Ｋ 0125の 5.1、 5.2又は 5.3.2に定める

方法  

 １,１,１-トリ 

 クロロエタン 

 1㎎/Ｌ以下 

 

日本産業規格Ｋ 0125の 5.1、 5.2、 5.3.1、 5.4.1又は

5.5に定める方法  

 １,１,２-トリ 

 クロロエタン 

 0.006㎎/Ｌ以下 

 

日本産業規格Ｋ 0125の 5.1、 5.2、 5.3.1、 5.4.1又は

5.5に定める方法  

 トリクロロエチ 

 レン 

 0.01㎎/Ｌ以下 

 

日本産業規格Ｋ 0125の 5.1、 5.2、 5.3.1、 5.4.1又は

5.5に定める方法  

 テトラクロロエ 

 チレン 

 0.01㎎/Ｌ以下 

 

日本産業規格Ｋ 0125の 5.1、 5.2、 5.3.1、 5.4.1又は

5.5に定める方法  

 １,３-ジクロロ 

 プロペン 

 0.002㎎/Ｌ以下 

 

日本産業規格Ｋ 0125の 5.1、 5.2又は 5.3.1に定める

方法  

 チウラム  0.006㎎/Ｌ以下 付表５に掲げる方法  

 シマジン  0.003㎎/Ｌ以下 付表６の第１又は第２に掲げる方法  

 チオベンカルブ  0.02㎎/Ｌ以下 付表６の第１又は第２に掲げる方法  

 ベンゼン  0.01㎎/Ｌ以下 日本産業規格Ｋ 0125の 5.1、 5.2又は 5.3.2に定める

方法  

 セレン  0.01㎎/Ｌ以下 規格 67.2、 67.3又は 67.4に定める方法  

 硝酸性窒素及び 

 亜硝酸性窒素 

 10㎎/Ｌ以下 硝酸性窒素にあつては規格 43.2.1、 43.2.3、 43.2.5

又は 43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては

規格 43.1に定める方法  

 ふつ素  0.8㎎/Ｌ以下 規格 34.1（規格 34の備考１を除く。）若しくは 34.4

（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲ

ン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあ

っ て は 、 蒸 留 試 薬 溶 液 と し て 、 水 約 200mlに 硫 酸

10ml、りん酸 60ml及び塩化ナトリウム 10gを溶かし

た 溶 液 と グ リ セ リ ン 250mlを 混 合 し 、 水 を 加 え て

1,000mlとしたものを用い、日本産業規格Ｋ 0170-6

の 6図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加す

る。）に定める方法又は規格 34.1.1ｃ）（注（ ２ ）

第三文及び規格 34の備考１を除く。）に定める方法

（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害とな

る物質 が共 存しな いこ とを確 認し た場合 にあ って

は、これを省略することができる。）及び付表７に

掲げる方法  

ほう素  1mg/Ｌ以下 規格 47.1、 47.3又は 47.4に定める方法  

1,4-ジオキサン  0.05mg/Ｌ以下 付表８に掲げる方法  

備考 

 １ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。  

 ２ 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、そ

の結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表２において同じ。 

 ３ 海域については、ふつ素及びほう素の基準値は適用しない。  

 ４ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測

定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝

酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。 
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別表２ 生活環境の保全に関する環境基準 

１ 河 川 

（１）河 川（湖沼を除く。） 

  ア 

   項 

   目 

 類 

 型 

 利用目的の 

 適応性 

基     準     値 

該当水域 水素イオン 

濃   度 

（pＨ） 

生物化学的 

酸素要求量 

（ＢＯＤ） 

浮遊物質量 

 

（ＳＳ） 

溶存酸素量 

 

（ＤＯ） 

大腸菌数 

ＡＡ 

 水道１級 

 自然環境保全及 

 びＡ以下の欄に 

 掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 

20 

 CFU/100mL 

 以下 

第１の２の

（２）によ

り水域類型

ごとに指定

する水域 

Ａ 

 水道２級 

 水産１級 

 水  浴 

 及びＢ以下の欄 

 に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 

 300 

 CFU/100mL 

 以下 

Ｂ 

 水道３級 

 水産２級 

 及びＣ以下の欄 

 に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上 

 1,000 

 CFU/100mL 

 以下 

Ｃ 

 水産３級 

 工業用水１級 

 及びＤ以下の欄 

 に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上 － 

Ｄ 

 工業用水２級 

 農業用水 

 及びＥの欄に掲 

 げるもの 

6.0以上 

8.5以下 
8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上 － 

Ｅ 
工業用水３級 

環境保全 

6.0以上 

8.5以下 
10mg/L以下 

ごみ等の浮遊が 

認められないこと。 
2mg/L以上 － 

測 定 方 法 

規格12.1に定め

る方法又はガラ

ス電極を用いる

水質自動監視測

定装置によりこ

れと同程度の計

測結果の得られ

る方法 

規格 21に定

める方法 

付表９に掲

げる方法 

規格32に定める

方法又は隔膜電

極若しくは光学

式センサを用い

る水質自動監視

測定装置により

これと同程度の

計測結果の得ら

れる方法 

付表 10に掲

げる方法 

 

備考 

  １ 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90％水質値（年間の日間平

均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデ

ータ値（0.9×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする（湖沼、海域もこ

れに準ずる。）。 

  ２ 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5㎎/L以上とする（湖沼もこれに

準ずる。）。 

  ３ 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果

を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう（湖沼、海

域もこれに準ずる。）。 

４ 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、

大腸菌数100CFU／100mL以下とする。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間以

内に試験する。 

５ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない（湖

沼、海域もこれに準ずる。）。 

６ 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mLとし、大腸菌を培地

で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 
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（注） 

 １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

 ２ 水 道 １ 級            ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

   水 道 ２ 級            ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

   水 道 ３ 級            ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

 ３ 水 産 １ 級            ：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

   水 産 ２ 級            ：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

   水 産 ３ 級            ：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

 ４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

   工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

   工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの 

 ５ 環 境 保 全            ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

   

イ 

 項 

 目 

 

類 

型 

水生生物の生息状況の

適応性 

基    準    値 

該当水域 
全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベンゼ

ンスルホン酸及びそ

の塩 

生物Ａ 

イワナ、サケマス等比

較的低温域を好む水生

生物及びこれらの餌生

物が生息する水域 

0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03mg/L以下 

第 １ の ２

の （ ２ ）

に よ り 水

域 類 型 ご

と に 指 定

する水域 

生物特Ａ 

生物Ａの水域のうち、

生物Ａの欄に掲げる水

生生物の産卵場（繁殖

場）又は幼稚仔の生育

場として特に保全が必

要な水域 

0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02mg/L以下 

生物Ｂ 

コイ、フナ等比較的高

温域を好む水生生物及

びこれらの餌生物が生

息する水域 

0.03mg/L以下 0.002㎎/L以下 0.05mg/L以下 

生物特Ｂ 

生物Ａ又は生物Ｂの水

域のうち、生物Ｂの欄

に掲げる水生生物の産

卵場（繁殖場）又は幼

稚仔の生育場として特

に保全が必要な水域 

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04㎎／L以下 

測 定 方 法 規格53に定める方法 付表11に掲げる方法 付表12に掲げる方法  

備考 

１ 基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 
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（２）湖 沼 

（天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が４日間以上である人工 

湖） 

  ア 

   項 

   目 

 類 

 型 

 

 利用目的の 

 適応性 

基     準     値 

該当水域 
水素イオン 

濃   度 

（pＨ） 

化学的 

酸素要求量 

（ＣＯＤ） 

浮遊物質量 

 

（ＳＳ） 

溶存酸素量 

 

（ＤＯ） 

大腸菌数 

ＡＡ 

水道１級 

水産１級 

自然環境保全及び

Ａ以下の欄に掲げ

るもの 

6.5以上 

8.5以下 
1mg/L以下 1mg/L以下 7.5mg/L以上 

20 

 CFU/100mL 

 以下 

第１の２の

（２）によ

り水域類型

ごとに指定

する水域 

Ａ 

水道２、３級 

水産２級 

水  浴 

及びＢ以下の欄に

掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
3mg/L以下 5mg/L以下 7.5mg/L以上 

300 

 CFU/100mL 

 以下 

Ｂ 

水産３級 

工業用水１級 

農業用水及びＣの

欄に掲げるもの 

6.5以上 

8.5以下 
5mg/L以下 15mg/L以下 5mg/L以上 － 

Ｃ 
工業用水２級 

環境保全 

6.0以上 

8.5以下 
8mg/L以下 

ごみ等の浮遊が 

認められないこと。 
2mg/L以上 － 

測 定 方 法 

規格12.1に定め

る方法又はガラ

ス電極を用いる

水質自動監視測

定装置によりこ

れと同程度の計

測結果の得られ

る方法 

規格17に定め

る方法 

付表９に掲げ

る方法 

規格32に定める

方法又は隔膜電

極若しくは光学

式センサを用い

る水質自動監視

測定装置により

これと同程度の

計測結果の得ら

れる方法 

付表10に掲げ

る方法 

 

備考 

  １ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 

２ 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、

大腸菌数100CFU/100mL以下とする。 

３ 水道３級を利用目的としている地点（水浴又は水道２級を利用目的としている地点を除く。）について

は、大腸菌数1,000CFU/100mL以下とする。 

４ 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mLとし、大腸菌を培地

で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 

 （注） 

  １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

  ２ 水 道 １ 級            ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

    水道２・３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

  ３ 水 産 １ 級            ：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

    水 産 ２ 級            ：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

    水 産 ３ 級            ：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 

  ４ 工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

    工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 

  ５ 環 境 保 全            ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
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  イ 

    項 

 類  目 

 型 

利用目的の適応性 

基   準   値 

該当水域 

全窒素 全燐 

Ⅰ 
 自然環境保全及びⅡ以下の 

 欄に掲げるもの 
0.1mg/L以下 0.005mg/L以下 

第１の２の（２）

により水域類型ご

とに指定する水域 

Ⅱ 

 水道１、２、３級（特殊な 

 ものを除く。） 

 水産１種、水浴及びⅢ以下 

 の欄に掲げるもの 

0.2mg/L以下 0.01mg/L以下 

Ⅲ 
水道３級（特殊なもの）及 

 びⅣ以下の欄に掲げるもの 
0.4mg/L以下 0.03mg/L以下 

Ⅳ 
 水産２種及びⅤの欄に 

 掲げるもの 
0.6mg/L以下 0.05mg/L以下 

Ⅴ 
 水産３種、工業用水、農業 

 用水、環境保全 
1mg/L以下 0.1mg/L以下 

測 定 方 法 

規格45.2、45.3、45.4

又は45.6（規格45の備

考3を除く。2イにおい

て同じ。）に定める方

法 

規格46.3（規格46の備

考9を除く。2イにおい

て同じ。）に定める方

法 

 

備考 

  １ 基準値は、年間平均値とする。 

  ２ 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものと

し、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 

  ３ 農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 

 

  （注） 

   １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

   ２ 水 道 １ 級            ：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

     水 道 ２ 級            ：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

     水 道 ３ 級            ：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去

が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。） 

   ３ 水 産 １ 種            ：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用 

     水 産 ２ 種            ：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用 

     水 産 ３ 種            ：コイ、フナ等の水産生物用 

   ４ 環 境 保 全            ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
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  ウ 

項 

 目 

類 

型 

水生生物の生息状況の適応性 

基     準     値 

該当水域 
全亜鉛     ノニルフェノール 

直鎖アルキルベ

ンゼンスルホン

酸及びその塩 

生物Ａ 

イワナ、サケマス等比較的低温

域を好む水生生物及びこれらの

餌生物が生息する水域 
0.03mg/L以下 0.001mg/L以下 0.03㎎/L以下 

第１の２

の（２）

により水

域類型ご

とに指定

する水域 生物特Ａ 

生物Ａの水域のうち、生物Ａの

欄に掲げる水生生物の産卵場

（繁殖場）又は幼稚仔の生育場

として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L以下 0.0006mg/L以下 0.02㎎/L以下 

生物Ｂ 

コイ、フナ等比較的高温域を好

む水生生物及びこれらの餌生物

が生息する水域 

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.05㎎/L以下 

生物特Ｂ 

生物Ａ又は生物Ｂの水域のう

ち、生物Ｂの欄に掲げる水生生

物の産卵場（繁殖場）又は幼稚

仔の生育場として特に保全が必

要な水域 

0.03mg/L以下 0.002mg/L以下 0.04㎎/L以下 

測 定 方 法 
規格53に定める

方法 

付表1に掲げる

方法 

付表12に掲げる

方法 

 

 

  エ 

項目類型 水生生物が生息・再生産する場の適応性 
基準値 

該当水域 
底層溶存酸素量 

生物１ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生

息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階

において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産でき

る場を保全・再生する水域 

4.0mg/L以上 

第１の２の（２）に

より水域類型ごとに

指定する水域 

生物２ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除

き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水

域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生

生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・

再生する水域 

3.0mg/L以上 

生物３ 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生

息できる場を保全・再生する水域、再生産段階に

おいて貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる

場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する

水域 

2.0mg/L以上 

測 定 方 法 

規格32に定める方

法又は付表13に掲

げる方法 

 

備考 

 １ 基準値は、日間平均値とする。 

 ２ 底面付近で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用い

る。 
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２ 海 域 

 

 ア 

   項 

   目 

 類 

 型 

 利用目的の 

 適応性 

基     準     値 

該当水域 
水素イオン 

濃   度 

（pＨ） 

化学的 

酸素要求量 

（ＣＯＤ） 

溶存酸素量 

 

（ＤＯ） 

大腸菌数 

ｎ－ヘキサン 

抽出物質 

（油分等） 

Ａ 

 水産１級 

 水  浴 

 自然環境保全及 

 びＢ以下の欄に 

 掲げるもの 

7.8以上 

8.3以下 
2mg/L以下 7.5mg/L以上 

 300 

 CFU/100mL 

以下 

検出されないこと｡ 

第１の２の

（２）によ

り水域類型

ごとに指定

する水域 

Ｂ 

 水産２級 

 工業用水 

 及びＣの欄 

 に掲げるもの 

7.8以上 

8.3以下 
3mg/L以下 5mg/L以上 － 検出されないこと｡ 

Ｃ  環境保全 
7.0以上 

8.3以下 
8mg/L以下 2mg/L以上 － － 

測 定 方 法 

規格12.1に定め

る方法又はガラ

ス電極を用いる

水質自動監視測

定装置によりこ

れと同程度の計

測結果の得られ

る方法 

規格17に定める

方法（ただし、

Ｂ類型の工業用

水及び水産２級

のうちノリ養殖

の利水点におけ

る測定方法はア

ルカリ性法） 

規格32に定める

方法又は隔膜電

極を用いる水質

自動監視測定装

置によりこれと

同程度の計測結

果の得られる方

法 

付表10に掲げ

る方法 

付表14に掲げ

る方法 

 

備考 

１ 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU/100mL以下とする。 

２ アルカリ性法とは、次のものをいう。 

    試料50mLを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液（10w/v%）１mLを加え、次に過マンガン酸

カリウム溶液（2mmoL/Ｌ）10mLを正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に20分放置する。その後よう化

カリウム溶液（10w/v%）１mLとアジ化ナトリウム溶液（４w/v%）１滴を加え、冷却後、硫酸（2+1）0.5mLを

加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液（10mmoL/ Ｌ）ででんぷん

溶液を指示薬として滴定する。 

    同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりＣＯＤ値を計算する。 

    ＣＯＤ（Ｏ２mg/L）＝0.08×（(b)− (a)）×ｆNa２Ｓ２Ｏ３×1000/50  

(a) ： チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmoL/Ｌ）の滴定値(mL) 

(b) ： 蒸留水について行った空試験値(mL) 

ｆNa２Ｓ２Ｏ３ ： チオ硫酸ナトリウム溶液 （10mmoL/Ｌ）の力価 

３ 大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mLとし、大腸菌を培地で

培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 

 

（注） 

 １ 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

 ２ 水 産 １ 級            ：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 

   水 産 ２ 級            ：ボラ、ノリ等の水産生物用 

 ３ 環 境 保 全            ：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
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 イ 

    項 

 類    目 

 型 

利用目的の適応性 
基準値 

該当水域 
全窒素 全 燐 

Ⅰ 

 自然環境保全及びⅡ以下の 

 欄に掲げるもの（水産２種 

 及び３種を除く。） 

0.2㎎/L以下 0.02㎎/L以下 

第１の２の（２）に

より水域類型ごとに

指定する水域 

Ⅱ 

 水産１種 

 水浴及びⅢ以下の欄に掲げ 

 るもの（水産２種及び３種 

 を除く。） 

0.3㎎/L以下 0.03㎎/L以下 

Ⅲ 
 水産２種及びⅣの欄に掲げ 

 るもの（水産３種を除く｡） 
0.6㎎/L以下 0.05㎎/L以下 

Ⅳ 

 水産３種 

 工業用水 

 生物生息環境保全 

1㎎/L以下 0.09㎎/L以下 

測 定 方 法 
規格45.4又は45.6に

定める方法 

規格46.3に定 

める方法 

 

備考 

  １．基準値は、年間平均値とする。 

  ２．水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものと

する。 

（注） 

 １ 自 然 環 境 保 全                ：自然探勝等の環境保全 

 ２ 水 産 １ 種                ：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

   水 産 ２ 種                ：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 

   水 産 ３ 種                ：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

 ３ 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度 

 

 ウ 

  項 

  目 

類 

型 

水生生物の生息状況

の適応性 

基     準     値 

該当水域 
全亜鉛     ノニルフェノール     

直鎖アルキルベン

ゼンスルホン酸及

びその塩 

生物Ａ 
水生生物の生息する

水域 
0.02mg/L以下 0.001mg/L以下 0.01㎎/L以下 

第１の２

の（２）

により水

域類型ご

とに指定

する水域 

生物特

Ａ 

生物Ａの水域のう

ち、水生生物の産卵

場（繁殖場）又は幼

稚仔の生育場として

特に保全が必要な水

域 

0.01mg/L以下 0.0007mg/L以下 0.006㎎/L以下 

測 定 方 法 
規格53に定める方

法 

付表11に掲げる方

法 

付表12に掲げる方

法 
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 エ 

項目類型 水生生物が生息・再生産する場の適応性 
基準値 

該当水域 
底層溶存酸素量 

生物１ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生

息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階

において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産でき

る場を保全・再生する水域 

4.0mg/L以上 

第１の２の（２）

により水域類型ご

とに指定する水域 

生物２ 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除

き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水

域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生

生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・

再生する水域 

3.0mg/L以上 

生物３ 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生

息できる場を保全・再生する水域、再生産段階に

おいて貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる

場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する

水域 

2.0mg/L以上 

測 定 方 法 

規格32に定める方法

又は付表13に掲げる

方法 

 

備考 

 １ 基準値は、日間平均値とする。 

 ２ 底面付近で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用い

る。 
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参考－２ 
水質調査方法について 

（昭和４６年９月３０日 環水管第３０号 水質保全局長通知） 
 

 標記の件について、別紙のとおり定めたので通知する。 
 なお、（水質汚濁防止法の施行について昭和４６年９月２０日付け環水管第２４号）のⅤ（測

定計画および公表）の１の（２）に規定する水質調査方法とは、別紙の方法であることに留意さ

れたい。 
 

別紙 
                   

１ 目的 

この水質調査方法は、水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号。以下「法」という。)に基

づき都道府県知事が行なう公共用水域の水質の汚濁の状況の常時監視のための水質調査「水質

汚濁に係る環境基準について(昭和 45 年 4 月 21 日閣議決定。以下「環境基準」という。)」に

基づく水域類型へのあてはめに必要な水質調査および法第３条第３項の上乗せ排水基準設定の

ための水質調査ならびに工場事業場の排出水(法第２条第３項の排出水をいう。以下同じ。)の

水質調査および公共用水域の底質調査につき、準拠すべき原則的方法を示したものである。従

つて、これらの調査の実施にあたつては、この調査方法を原則としつつ、当該水域の具体的な

状況を考慮し、実効ある調査を行なうものとする。 

２ 水質調査の種類 

  水質調査の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 監視測定調査 

監視測定調査とは、環境水質監視調査および排水水質監視調査をいい、その内容は次のと 

おりとする。 

ア 環境水質監視測定調査 

   環境基準の維持達成状況を把握するために実施する公共用水域の水質調査とする。 

 イ 排水水質監視測定調査 

工場、事業場の排出水の汚染状態について、法第３条第１項および第３項の排水基準

(以下単に「排水基準」という。)の遵守状況を把握するために実施する調査とする。 

(2) 基準設定調査 

基準設定調査とは、環境基準設定調査および排水基準設定調査をいい、その内容は次のと

おりとする。 

 ア 環境基準設定調査 

公共用水域について、環境基準の水域類型へのあてはめに必要な資料を得るために実

施する水質調査とする。 

イ 排水基準設定調査 

上乗せ排水基準の設定に必要な資料を得るために実施する工場、事業場の排出水の汚

染状態についての調査とする。 
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(3) 底質調査 

   公共用水域の底質の悪化の状況の調査とする。 

３ 調査項目および回数 

公共用水域および工場、事業場の排水口において調査すべき項目および調査回数は、次のと

おりとする。 

(1) 環境水質監視調査および環境基準設定調査 

  ア 環境基準項目 

（ア）環境基準で定めている人の健康の保護に係る項目(以下「健康項目」という。)に

ついては、毎月１日以上各１日について４回程度採水分析することを原則とする。

このうち１日以上は全項目について実施し、その他の日にあつては、水質の汚濁

の状況、排出水の汚染状態の状況等からみて必要と思われる項目について適宜実

施することとする。 

（イ）環境基準で定めている生活環境の保全に係る項目(以下「生活環境項目」とい

う。)については、次による。 

a 通年調査 

環境基準の水域類型へのあてはめが行なわれた水域につきその維持達成状況

を把握するための地点(以下「基準点」という。)、利水上重要な地点等で実施

する調査にあつては、年間を通じ、月１日以上、各１日について４回程度採水

分析することを原則とする。ただし、河川の上流部、海域における沖合等水質

変動が少ない地点においては、状況に応じ適宜回数を減じてもよいものとする。 

b 通日調査 

a の通年調査地点のうち、日間水質変動が大きい地点にあつては、年間２日

程度は各１日につき２時間間隔で 13回採水分析することとする。 

c 一般調査 

上記以外の地点で補完的に実施する調査にあつては、年間４日以上採水分析

することとする。 

イ 環境基準項目以外の項目 

排水基準が定められている項目その他水域の特性把握に必要な項目等について、利水

との関連に留意しつつ、アに準じて適宜実施する。 

(2) 排水水質監視調査および排水基準設定調査 

排水水質監視調査にあつては、排水基準に定められている項目について、工場事業場に

おける排水基準の遵守状況を把握するとともに、排水基準の違反のおそれがある工場、事

業場および当該公共用水域の水質の汚濁に大きな影響を及ぼす工場、事業場については、

調査頻度を高めて重点的に採水分析を行なうものとする。 

排水基準設定調査にあつては、工場、事業場の排水の実態に着目し、排水基準設定に必

要な項目について年間四日以上採水分析を行なうこととする。 

４ 調査時期、採水地点、採水方法等 

調査時期、採水地点、採水方法等については、河川、湖沼、海域および排水口の区分ごとに

それぞれ次の要領によることとする。 
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 (1) 河川 

  ア 調査の時期 

    低水流量時および水利用が行なわれている時期を含めるものとする。 

採水日は、採水日前において比較的晴天が続き水質が安定している日を選ぶこととす

る。 

イ 採水地点 

採水地点は、次の地点を考慮して選定する。ただし、環境、水質監視調査においては、

必ず基準点を含むこととする。 

 ① 利水地点 

 ② 主要な汚濁水が河川に流入した後十分混合する地点および流入前の地点 

 ③ 支川が合流後十分混合する地点および合流前の本川または支川の地点 

 ④ 流水の分流地点 

 ⑤ その他必要に応じ設定する地点 

 なお、各採水地点は原則として流心とするが、汚濁水の偏流が著しい場合、川幅が広

い場合等においては、状況によつては右岸部と左岸部を別々の採水地点として設定する。

これらの試料は、原則として相互に混合しないこととする。 

ウ 採水方法 

     採水の部位は、水面から原則として水深の二割程度の深さとする。 

採水時刻は、人間の活動時、工場、事業場の操業時および汚濁物質の流達時間を考慮

して決定する。なお、感潮域では潮時を考慮し、水質の最も悪くなる時刻を含むよう採

水時刻を決定する。 

エ 採水量 

健康項目(全項目の場合)については 4～5ℓ、生活環境項目については 500mℓ～１ℓとし、

その他の場合については必要に応じ採水量を増加する。採水後ただちに分析できない場

合は、工場排水試験方法(JISK0102。以下「規格」という。)に定める保存法により試料

を保存する。 

オ 採水時に実施すべき事項 

採水日時、水面幅、採水地点の右岸または左岸からの距離、水深、流量、流向、降雨

状況、採水地点付近の地形および利水状況、主要な汚濁源など記録する。また、一部試

料の酸素固定を行なうほか、水温、気温、色相、濁り、臭気、生物相などについても現

地で測定または観測するのを原則とする。 

カ 流量測定方法 

流量は、水質と不可分のものであり、汚濁負荷量の推算に必要であるから、できるだ

け正確で、水質測定時と時間的ずれがないことが必要である。流量は、一般に横断面を

適宜に分割し、それぞれの断面の平均流速を測定し、それぞれの断面の流速と深浅測量

により求めた断面積を乗じて和したものとする(図参照)。水位流量曲線などにより、流

量が別に得られる場合は、これによる。 
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図 流量測定方法 

 
    Q：流量 
    An：断面積 
    Vn：平均流速 

     Q＝ AnVn＝A1V1＋A2V2＋・・・・・・・・＋AnVn 

(注)平均流速の測定方法には種々の方法があるが、ここでは原則として次の方法による。 

水深が 1m 以上の場合 流速計による２点法(水面より水深の２割および８割の深さの

流速を平均した値) 

 水深が 1m 未満の場合 流速計による１点法(水面より水深の６割の深さの流速) 

 ただし、水深が極端に浅く、流速計による測定が不可能な場合は浮木測定などによる

ことができる。 

(2) 湖沼 

   ア 調査の時期 

湖沼においては、停滞期と循環期の水質は著しく異なるので、その両期の水質を測定

するよう考慮する。また、水質が水利用に悪影響を及ぼす時期を含めるものとする。 

採水日は、採水日前において比較的晴天が続き、水質が安定している日を選ぶことと

する。 

イ 採水地点 

湖沼の汚濁状況を総合的に把握できるように、次の地点を考慮して選定する。ただし、

環境水質監視調査においては必ず基準点を含むこととする。 

  ① 湖心 

  ② 利水地点 

  ③ 汚濁水が湖沼に流入した後十分混合する地点 

  ④ 河川が流入した後十分混合する地点および流入河川の流入前の地点 

  ⑤ 湖沼水の流出地点 

 ウ 採水方法 

循環期には、表層から採水する。停滞期には、深度別に多層採水を行なう。深度の区

分は、5～10mごとを標準とする。採水時は、河川の場合に準じる。 

エ 採水量および採水時に実施すべき事項 

     河川の場合に準じる。 

  (3) 海域 

   ア 調査の時期 

水質が水利用に悪影響を及ぼす時期を含めるものとする。流入河川の調査があれば、

この時期とあわせるのが望ましい。なお、採水日は、原則として大潮期の風や雨の影響
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の少ない日を選ぶ。 

イ 採水地点 

採水地点は、水域の地形、海潮流、利水状況、主要な汚濁源の位置、河川水の流入状

況等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるようにして選定する。採水地点間

の最短距離は 500m～1km 程度を標準とする。ただし、環境水質監視調査においては、必

ず基準点を含むものとする。 

ウ 採水方法 

原則として表層および中層から採水する。表層とは、海面下 0.5m、中層とは海面下

2m の水位置とする。水深が 5m 以浅の地点では表層のみから採水する。ただし、水深が

10mをこえる地点では、必要に応じ下層(海面下 10m)からも採水する。 

採水時は、昼間の干潮時を含める。なお、採水にあたっては、一斉採水が望ましい。 

また、各層の試料を別々に採水分析するのを原則とするが、環境水監視調査にあって

は、各層から等量づつ採取した試料を混合し、分析してもよい。 

エ 採水量 

採水量は、河川の場合に準ずる。ただし、生活環境項目のうち、n―ヘキサン抽出物

質については別に 10ℓの試料をとることとする。採水後ただちに分析できない場合は、

規格に定める保存方法により試料を保存する。 

オ 採水時に実施すべき事項 

採水日時、採水地点の位置、水深、干満潮の時刻および潮位、潮流、降雨状況、風向、

風速または風力、採水地点付近の利水状況、主要な汚濁源等を記録する。また、一部試

料の酸素固定を行なうほか、水温、気温、色相、濁り、臭気、透明度、塩分等について

も、現地で測定または観測するのを原則とする。 

(4) 工場事業場排水 

   ア 調査の時期 

工場、事業場の業種、操業の状態、季節的な変動等を考慮し調査することとするが、

排水水質調査にあつては、本調査が環境水質監視調査と不可分の関係にあることを考慮

し、環境水質監視調査の時期とあわせて行なうことを原則とする。 

イ 採水地点 

採水地点は、排水口とする。なお、排水口で採水出来ない場合は、排水口と同質の排

水が採水可能な最終の排水処理施設等の排出口とする。また、排水基準設定調査におい

ては、汚水等の処理施設のある場合、必要に応じてその施設への流入前の地点も追加す

るものとする。 

ウ 採水方法 

採水は、工場事業場の１日の操業時間内に３回以上行なうことを原則とし、水質変動

が少ないものについては適宜回数を減じてもよいものとする。分析用試料は、各採水時

毎に分析するのを原則とするが、排水基準設定調査にあつては、１日の試料を混合分析

してもよいものとし、１日のコンポジツトサンプルが自動的に得られる場合は、この試

料について分析してもよいものとする。 
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エ 採水量 

採水量等は、測定項目に応じ、それぞれ規格に定める方法による。 

   オ 採水時に実施すべき事項 

採水日時、排水量、排水口付近の生物相等を記録する。また、水温、色相、臭気、透

視度などについて現地で測定または観測するのを原則とする。 

５ 底質調査 

 (1) 採泥の対象水域 

底質が悪化し、そこに含まれる物質が公共用水域の水質や環境に影響を及ぼしているもの

と考えられる水域について採泥を行なう。 

(2)  採泥の時期 

底質中に含まれる物質が、水利用に悪影響を及ぼす時期を含めることとし、当該水域につ

き水質調査を実施することとされている場合は、水質調査の実施時期にあわせる。 

(3)  採泥地点 

主要な汚濁源の近傍・河口部のほか、地形や潮流により堆積泥が多く、底質の悪化が考え

られる地点を選定する。なお、対象地点として堆積泥の少ないと思われる地点も選定する。 

堆積泥の分布状況が未知の場合は、採泥地点は均等に設けることとし、河口部等の堆積泥

の分布状況が変化しやすい場所では、適宜地点を密にする必要がある。 

(4)  採泥の方法 

採泥試料は、同一場所で少しずつ位置をかえ採取することを原則とする。表泥採取は、全

地点で行なうこととし、必要と認められる地点では、柱状採泥を行なう。 

(5)  採泥時に実施すべき事項 

採泥日時、採泥地点、採泥地点付近の地形地質、流速、流向、採泥方法(使用した採泥器

の型名)、底質の状態(堆積物、砂、泥などの別)の記録の他、泥温、色、臭、外観(特に底泥

表面の酸化膜の有無と厚さ)大型生物、pH(pH メーターによる。)Eh(酸化還元電位 Eh メー

ターによる。)はただちに観測測定し、試料はできるだけすみやかに分析する。分析までや

むをえず長時間を要する場合は、温度を低く保つておくこととする。 

(6)  測定項目 

健康項目のほか、pH，Eh COD、強熱減量、硫化物含有量および含水量とする。測定値は、

試料の乾燥重量および湿重量のそれぞれ 1g 当りの mg 数(mg／g)を併記するのを原則とする

が、mg／kg で表わしてもよいこととする。 

６ 分析方法 

環境水質監視調査および環境基準設定調査における採水試料の分析方法は、環境基準項目に

ついては環境基準に掲げられた検定方法によることとし、その他の項目については、昭和 46

年 6 月 21 日経済企画庁告示第 21 号(以下「告示」という。)に掲げる方法によることを原則と

する。また、排水水質監視調査および排水基準設定調査における採水試料の分析方法は、告示

によることとする。 

環境基準および告示に掲げられた項目以外の項目について分析を行なう場合は、日本工業規

格、上水試験方法、下水試験方法等、科学的に確立された分析方法によることとする。 

なお、分析結果の記録に際しては、項目別に分析方法も付記することとする。 
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参考－３

ア　水質汚濁に係る環境基準の水域類型

該当
類型

達成
期間

備　考
該当
類型

達成
期間

備　考

燧灘北西部 Ａ イ
昭和49年5月13日
環境庁告示第39号 八幡浜港 Ｂ ロ

伊予三島港 Ｃ ロ 宇和島港 Ｂ ロ

三島・川之江地先(1) Ｃ ロ 宇和海一般 Ａ イ

三島・川之江地先(2) Ｃ ロ
令和6年3月29日
愛媛県告示

三島・川之江地先(3) Ｂ ロ
昭和49年4月12日

愛媛県告示第421号

三島・川之江地先(4) Ｂ ロ 重信川甲 Ａ ロ

燧灘東部 Ａ ロ
昭和49年5月13日
環境庁告示第39号 石手川乙 ＡＡ イ

伊予三島・土居海域 Ａ イ 重信川乙 ＡＡ イ

新居浜港航路泊地 Ｃ イ 肱川水域甲 Ａ ロ

新居浜海域甲 Ｃ ロ 肱川水域乙 ＡＡ イ

沢津漁港 Ｂ イ 鹿野川湖 Ｂ イ

新居浜海域乙 Ｂ ロ 加茂川水域 ＡＡ イ

新居浜海域丙 Ａ ロ 黒瀬ダム貯水池 Ａ イ

東予港西条地区航路泊地甲 Ｃ イ 中山川水域甲 ＡＡ イ

東予港西条地区航路泊地乙 Ｂ ロ 中山川水域乙 Ａ イ

西条海域甲 Ｂ ロ 広見川水域甲 ＡＡ イ

西条海域丙 Ａ ロ 広見川水域乙 Ａ イ

東予港壬生川地区 Ｃ イ 三間川水域 Ａ イ

東予海域甲 Ｂ ロ 銅山川水域 ＡＡ イ

東予海域乙 Ｂ ロ 柳瀬ダム貯水池 Ａ イ

河原津漁港 Ｂ ロ 新宮ダム貯水池 Ａ イ

東予海域丙 Ａ イ
令和6年3月29日
愛媛県告示

三津内港甲 Ｃ ロ
昭和52年9月20日

愛媛県告示第1034号

吉田浜船溜り甲 Ｃ ロ 面河ダム Ａ イ
昭和52年9月20日

愛媛県告示第1034号

和気港 Ｂ ロ
令和6年3月29日
愛媛県告示

三津内港乙 Ｂ イ
昭和53年12月8日

愛媛県告示第1377号

松山外港 Ｂ ロ 岩松川水域 ＡＡ イ
昭和53年12月8日

愛媛県告示第1377号

吉田浜船溜り乙 Ｂ ロ

松前港 Ｂ ロ

伊予灘一般 Ａ イ

(注)達成期間の区分「イ」は直ちに達成。「ロ」は５年以内のできるだけ早い時期に達成

水　　　　　域 水　　　　　域

昭和48年3月6日
愛媛県告示第246号

燧灘北西部海域

中山川水系

ＡＡ

水質環境基準の類型指定状況

燧灘東部海域

平成14年3月29日
環境省告示第33号

東予海域

西条海域

新居浜海域

伊予三島・土居海域

昭和50年5月23日
愛媛県告示第511号

加茂川水系

昭和51年6月25日
愛媛県告示第677号

渡川水系

岩松川水系
伊予灘

昭和49年4月12日
愛媛県告示第421号

肱川水系

蒼社川水系 蒼社川水域

昭和49年4月12日
愛媛県告示第421号

石手川甲 Ｂ イ

昭和49年4月12日
愛媛県告示第421号

重信川水系

宇和海

イ

銅山川水系
昭和52年9月20日

愛媛県告示第1034号

仁淀川水域 ＡＡ イ
仁淀川水系
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イ　全窒素及び全燐に係る水質基準の水域類型

該当
類型

燧灘東部 Ⅱ

燧灘中西部 Ⅱ

燧灘北西部 Ⅱ

伊予灘一般 Ⅱ

宇和海一般 Ⅱ

ウ　水生生物保全に係る水質基準の水域類型

該当
類型

燧灘東部
生物
Ａ

燧灘東部（イ）
生物
特Ａ

燧灘北西部
生物
Ａ

燧灘北西部（イ）
生物
特Ａ

福山市狐埼から愛媛県高井神島宮ノ越鼻まで引いた線、同島金ノ弦鼻から今治市
大崎ノ鼻まで引いた線、広島県赤埼から同県大崎上島尾辺ヶ鼻まで引いた線、同
島観音鼻から愛媛県梶取ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域（燧灘北
西部）
（ただし、燧灘北西部（イ）に係る部分を除く。）

直ちに達成

平成27年3月31日
環境省告示第51号

平成29年5月22日
環境省告示第47号

福山市狐埼から愛媛県高井神島宮ノ越鼻まで引いた線、同島金ノ弦鼻から今治市
大崎ノ鼻まで引いた線、広島県赤埼から同県大崎上島尾辺ヶ鼻まで引いた線、同
島観音鼻から愛媛県梶取ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域（燧灘北
西部）
（燧灘北西部（イ）告示別記23の水域）

直ちに達成

水　　　　　　　　域 達成期間 備　　考

香川県三崎と伊予三島市関谷鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(愛媛県海
域)
(ただし、燧灘東部（イ）及び燧灘東部（ロ）に係る部分を除く。)

直ちに達成

香川県三崎と伊予三島市関谷鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(愛媛県海
域)
（中央から東部の浅場（荘内半島西海岸水域を含む。）告示別記21の水域）

直ちに達成

香川県三崎から伊予三島市関谷鼻を結ぶ線、福山市狐埼と愛媛県高井神島宮ノ越
鼻を結ぶ線、同島金ノ鶴鼻と今治市大埼を結ぶ及び同県の陸岸により囲まれた愛
媛県海域

直ちに達成

直ちに達成

水　　　　　　　　域

香川県三崎と伊予三島市関谷鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(愛媛県海
域)

達成期間

広島県大崎上島観音鼻と愛媛県波方町梶取鼻を結ぶ線、同県佐田岬と大分県関崎
灯台を結ぶ線及び愛媛県の陸岸により囲まれた愛媛県海域

愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台を結ぶ線、愛媛県高茂岬と大分県鶴御崎を結ぶ線
及び愛媛県の陸岸により囲まれた愛媛県海域

平成15年3月27日
環境省告示第35号

平成9年4月25日
愛媛県告示第640号

直ちに達成

直ちに達成

直ちに達成

福山市狐埼と愛媛県高井神島宮ノ越鼻を結ぶ線、同島金ノ鶴鼻と今治市大埼を結
ぶ線、広島県安芸津町赤埼と同県大崎上島尾辺ヶ鼻を結ぶ線、同島観音鼻と愛媛
県波方町梶取鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(愛媛県海域)

備　　考

平成15年3月27日
環境省告示第35号

平成9年4月25日
愛媛県告示第640号
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参考－４

該当
類型

基準値
(CFU/100mL)

該当
類型

基準値
(CFU/100mL)

燧灘北西部 Ａ 20 吉田浜船溜り乙 Ｂ

伊予三島港 Ｃ 松前港 Ｂ

伊予三島・川之江地先(1) Ｃ 伊予灘一般 Ａ 20

伊予三島・川之江地先(2) Ｃ 八幡浜港 Ｂ

伊予三島・川之江地先(3) Ｂ 宇和島港 Ｂ

伊予三島・川之江地先(4) Ｂ 宇和海一般 Ａ 20

燧灘東部 Ａ 20 石手川甲 Ｂ 1,000

伊予三島・土居海域 Ａ 300 重信川甲 Ａ 300

新居浜港航路泊地 Ｃ 石手川乙 ＡＡ 20

新居浜海域甲 Ｃ 重信川乙 ＡＡ 20

沢津漁港 Ｂ 肱川水域甲 Ａ 300

新居浜海域乙 Ｂ 肱川水域乙 ＡＡ 20

新居浜海域丙 Ａ 300 鹿野川湖 Ｂ ―

東予港西条地区航路泊地甲 Ｃ 加茂川水域 ＡＡ 20

東予港西条地区航路泊地乙 Ｂ 黒瀬ダム貯水池 Ａ 300

西条海域甲 Ｂ 中山川水域甲 ＡＡ 20

西条海域丙 Ａ 300 中山川水域乙 Ａ 300

東予港壬生川地区 Ｃ 広見川水域甲 ＡＡ 20

東予海域甲 Ｂ 広見川水域乙 Ａ 300

東予海域乙 Ｂ 三間川水域 Ａ 300

河原津漁港 Ｂ 銅山川水域 ＡＡ 20

東予海域丙 Ａ 300 柳瀬ダム貯水池 Ａ 300

三津内港甲 Ｃ 新宮ダム貯水池 Ａ 300

吉田浜船溜り甲 Ｃ 仁淀川水域 ＡＡ 20

和気港 Ｂ 面河ダム Ａ 300

三津内港乙 Ｂ 蒼社川水域 ＡＡ 20

松山外港 Ｂ 岩松川水域 ＡＡ 20

各水域における大腸菌数の環境基準

銅山川水系

渡川水系

中山川水系

―

―

伊予灘

水　　　　　域 水　　　　　域

燧灘北西部海域

蒼社川水系

岩松川水系

宇和海

加茂川水系

肱川水系

伊予三島・土居海域

―

重信川水系

―

伊予灘

―

―

燧灘東部海域
―

東予海域

西条海域

仁淀川水系

新居浜海域
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参考－５  

地下水の水質汚濁に係る環境基準について  

平成９年３月 13日  環境庁告示第 10号  

（改正）令和３年 10月７日  環境省告示第 63号  

 

環境基本法（平成５年法律第９１号）第１６条の規定に基づく水質汚濁に係る環境上の条件

のうち、地下水の水質汚濁に係る環境基準について次のとおり告示する。  

 環境基本法第１６条第１項による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき人の健康を保

護する上で維持することが望ましい基準（以下「環境基準」という。）及びその達成期間等は、

次のとおりとする。  

第１  環境基準  

 環境基準は、すべての地下水につき、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の

欄に掲げるとおりとする。  

第２  地下水の水質の測定方法等  

 環境基準の達成状況を調査するため、地下水の水質の測定を行う場合には、次の事項に留意

することとする。  

(１ )測定方法は、別表の測定方法の欄に掲げるとおりとする。  

(２ )測定の実施は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、地下水の流動状況等を勘案して、

当該項目に係る地下水の水質汚濁の状況を的確に把握できると認められる場所において行

うものとする。  

第３  環境基準の達成期間  

 環境基準は、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるものとする（ただし、汚染が

専ら自然的原因によることが明らかであると認められる場合を除く。）。  

第４  環境基準の見直し  

 環境基準は、次により、適宜改定することとする。  

(１ )科学的な判断の向上に伴う基準値の変更及び環境上の条件となる項目の追加等  

(２ )水質汚濁の状況、水質汚濁源の事情等の変化に伴う環境上の条件となる項目の追加等  

 

別表  

項 目 基 準 値 測 定 方 法 

 カドミウム 0.003mg/L以下 日本産業規格（以下「規格」という。）Ｋ 0102の 55.2、

55.3又は55.4に定める方法 

 全シアン 

 

検出されないこと。 規格Ｋ 0102の 38.1.2（規格Ｋ 0102の 38の備考 11を除く。以

下同じ。）及び 38.2に定める方法、規格Ｋ 0102の 38.1.2及

び 38.3に定める方法、規格Ｋ 0102の 38.1.2及び 38.5に定め

る方法又は昭和 46年 12月環境庁告示第 59号（水質汚濁に係

る環境基準について）（以下「公共用水域告示」とい

う。）付表１に掲げる方法 

 鉛 0.01mg/L以下 規格Ｋ0102の54に定める方法 

 六価クロム 0.02mg/L以下 規格Ｋ 0102の65.2（規格Ｋ 0102の 65.2.2及び 65.2.7を除く。）

に定める方法（ただし、次の１から３までに掲げる場合にあっ

ては、それぞれ１から３までに定めるところによる。）  

１ 規格Ｋ0102の65.2.1に定める方法による場合 原則とし

て光路長50㎜の吸収セルを用いること。  

２ 規格Ｋ0102の65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法に

よる場合（規格Ｋ0102の65．の備考11のb）による場合に

限 る 。 ）  試 料 に 、 そ の 濃 度 が 基 準 値 相 当 分

（ 0.02mg/L）増加するように六価クロム標準液を添加し

て添加回収率を求め、その値が70～120％であることを確

認すること。 

３ 規格Ｋ0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高

い試料を測定する場合  ２に定めるところによるほか、

規格Ｋ0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。 
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 砒素 0.01mg/L以下 規格Ｋ0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法 

 総水銀 0.0005mg/L以下 公共用水域告示付表２に掲げる方法 

 アルキル水銀 検出されないこと。 公共用水域告示付表３に掲げる方法 

 ＰＣＢ 検出されないこと。 公共用水域告示付表４に掲げる方法 

 ジクロロメタン 0.02mg/L以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 

 四塩化炭素 0.002mg/L以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

 クロロエチレン

（別名：塩化ビニ

ル又は塩化ビニル

モノマー 

0.002mg/L以下 付表に掲げる方法 

 １,２-ジクロロ 

 エタン 

0.004mg/L以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1又は 5.3.2に定める方法 

 １,１-ジクロロ 

 エチレン 

0.1mg/L以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 

 １,２-ジクロロ 

エチレン 

0.04mg/L以下 シス体にあっては規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める

方法、トランス体にあっては、規格Ｋ 0125の 5.1、 5.2又は

5.3.1に定める方法 

 １,１,１-トリ 

 クロロエタン 

1mg/L以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

 １,１,２-トリ 

 クロロエタン 

0.006mg/L以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

 トリクロロエチ 

 レン 

0.01mg/L以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

 テトラクロロエ 

 チレン 

0.01mg/L以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 

 １,３-ジクロロ 

 プロペン 

0.002mg/L以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 

 チウラム 0.006mg/L以下 公共用水域告示付表５に掲げる方法 

 シマジン 0.003mg/L以下 公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法 

 チオベンカルブ 0.02mg/L以下 公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法 

 ベンゼン 0.01mg/L以下 規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 

 セレン 0.01mg/L以下 規格Ｋ0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法 

 硝酸性窒素及び 

 亜硝酸性窒素 

10mg/L以下 硝酸性窒素にあっては規格Ｋ 0102の 43.2.1、 43.2.3、

43.2.5又は 43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては

規格Ｋ0102の43.1に定める方法 

 ふっ素 0.8mg/L以下 規格Ｋ0102の34.1（規格Ｋ0102の34の備考1を除く。）若し

くは 34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロ

ゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあって

は、蒸留試薬溶液として、水約 200mlに硫酸 10ml、りん酸

60ml及び塩化ナトリウム 10gを溶かした溶液とグリセリン

250mlを混合し、水を加えて 1,000mlとしたものを用い、規

格Ｋ0170-6の6図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加

する。）に定める方法又は規格Ｋ 0102の 34.1.1ｃ）（注

（２）第三文及び規格Ｋ0102の34の備考1を除く。）に定め

る方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害とな

る物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これ

を省略することができる。）及び公共用水域告示付表７に

掲げる方法 

 ほう素 1mg/L以下 規格Ｋ0102の47.1、47.3又は47.4に定める方法 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 公共用水域告示付表８に掲げる方法 

 備考 

 １ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。  

 ２ 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その

結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

 ３ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格Ｋ0102の43.2.1、43.2.3、46.2.5又は43.2.6に

より測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格0102の43.1により測定

された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。 

 ４  1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格Ｋ 0125の 5.1、 5.2又は 5.3.2により測定されたシス体

の濃度と規格Ｋ0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。   
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参考－６ 

水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について（抜粋） 

    （平成元年９月１４日  環水管第１８９号  水質保全局長通知） 

（改正 平成２０年８月１３日 環水大土発第080813001号） 

 

第１  地下水の水質の監視測定について 

１．測定計画の作成 

（１） 水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号。以下「法」という。）第１６条第１項に規定す

る地下水の水質の測定に関する計画（以下「地下水質測定計画」という。）に定める測定すべき

事項、測定の地点及び方法等については、別紙地下水質調査方法によることを基本とする。 

 

別紙 

地下水質調査方法 

１．目的 

この地下水質調査方法は、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）に基づき都道府県知事等が行う、地

下水の水質汚濁の状況を常時監視するための水質調査につき、準拠すべき原則的方法を示したものであり、調査

の実施に当たっては、この調査方法を原則としつつ、地域の具体的な状況を考慮し、実効ある調査を行うものと

する。 

 

２．水質調査の種類 

水質調査の種類は次のとおりとする。 

（１）概況調査 

地域の全体的な地下水質の状況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。地域の実情に応じ、年

次計画を立てて、計画的に実施することとする。 

 

（２）汚染井戸周辺地区調査 

概況調査により新たに発見された、又は事業者からの報告等により新たに明らかになった汚染について、そ

の汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する地下水の水質調査とする。必要に応じ

て、土壌汚染が判明した場合にも実施することとする。 

 

（３）継続監視調査 

汚染地域について継続的に監視を行うための調査とする。 

 

３．測定地点、項目、頻度等 

（１）測定地点については次によることとする。 

１）概況調査 

利水的に重要な地域等において重点的に汚染の発見又は濃度の推移等を把握することを目的とした定点

方式と、地下水汚染を発見するために地域をメッシュ等に分割し調査区域を選定して順次調査を行うロー

リング方式のいずれか又は両方の方式により調査する。ただし、汚染を発見するという観点からは、定点

方式のみでは汚染を見落とす可能性があることに留意する。 

①定点方式 

重点的に測定を実施する地域として、例えば以下の地域を選定する。効果的な監視を行うために、必要

に応じて観測井を設置することも考慮する。 

ア．地下水の利用状況等を勘案し、汚染による利水影響が大きいと考えられる地域 

イ．有害物質を使用している工場・事業場等の立地状況及び農畜産業の状況等を勘案し、汚染の可能性

が高い、または汚染予防の必要性が高い地域（判断の基礎情報として、土壌汚染の状況、廃棄物処分

場跡地情報等も重視する。） 

ウ．その他、重点的に測定を実施すべき地域 
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②ローリング方式 

ア．地下水汚染を発見するという観点から、平野部では人口密度や工場・事業場等の立地状況を勘案し

た上でメッシュ等に分割し、測定地点が偏在しないよう分割した調査区域の中から毎年調査区域を選

定して順次調査を行い、数年間で地域全体を調査する。 

イ．メッシュの間隔は地域の特性などを考慮する必要があるが、市街地では１～２ｋｍ、その周辺地域

では４～５ｋｍを目安とする。 

ウ．調査区域内では、これまでの概況調査結果を参考に、未調査の井戸を優先して測定地点を選定する。

地下水の汚染が鉛直方向に広がることに留意し、過去に測定を実施した地域については異なる帯水層

の測定を優先的に実施する。 

エ．必要に応じて観測井を設置することも考慮する。 

オ．ローリング方式の一巡期間は４又は５年以内を目安とし、利水状況や汚染の可能性を考慮しつつ、

一巡期間を適宜短縮又は延長することができる。 

 

２）汚染井戸周辺地区調査 

①調査範囲の設定に当たっては、帯水層の鉛直分布を考慮しつつ、汚染物質の種類、帯水層の構造、地下

水の流向・流速等を勘案し、汚染が想定される範囲全体が含まれるようにする。 

②ただし、①のような検討が困難な場合、まず汚染が発見された井戸から半径５００ｍ程度の範囲を調査

し、地下水汚染の方向を確認する。調査範囲全体に汚染が見られる場合は、段階的に範囲を広げて調査

する。 

③地下水の流向がわかっている場合には、その方向に帯状に調査する。 

④汚染帯水層が判明している場合は、汚染帯水層にストレーナーがある井戸を調査する。なお、汚染が鉛

直方向の帯水層にも移行している場合があるので、他の帯水層の測定を検討するものとする。 

⑤測定地点については、汚染による利水影響が大きいと考えられる井戸を重点的に調査する。飲用に供さ

れている井戸については、特段の理由がない限り調査する。なお、調査範囲が広く、対象となる井戸が

多い場合は、飲用井戸の調査を優先しつつ、区域を分け順次調査を行う。 

⑥既存の井戸を調査することが基本であるが、汚染範囲を的確に把握することが困難となるような大きな

空白地区が生じる場合は、観測井を設置することも考慮する。 

 

３）継続監視調査 

①汚染源の影響を最も受けやすい地点及びその下流側を含むことが望ましい。 

②より効果的な監視を行うために、必要に応じて観測井を設置することも考慮する。 

③汚染範囲や地下水の流動状況に変化があったと想定される場合には測定地点の変更を検討するものとす

る。 

 

（２）測定項目については次によることとする。 

地下水の水質調査は、基本的に地下水の水質汚濁に係る環境基準について（平成９年３月環境庁告示第10 

号。以下「告示」という。）の別表の項目の欄に掲げる項目（以下「環境基準項目」という。）について実施

することとする。また、水質調査を実施する際には、井戸の地点名、位置、深度、浅井戸／深井戸の別、不圧

／被圧帯水層の別、用途等の諸元についてできるだけ把握する。さらに、地下水の特性把握に必要な項目につ

いては適宜調査を行うものとする。 

１）概況調査 

①ローリング方式による調査においては、基本的に全ての環境基準項目について測定を実施する。 

②定点方式による調査において、利水影響が大きいと考えられる地域においては、基本的に全ての環境基

準項目について測定を実施する。 

③定点方式による調査において、土地利用等から判断して汚染の可能性がきわめて低い項目について、過

去２ないし３回連続して定量下限値以下であった場合は、測定計画にその根拠を示した上で、一時的に

測定項目から除外することとしてもよい。 

④定点方式による調査において、汚染の可能性が高い地域においては、汚染の可能性が高い項目と併せて、

その分解生成物についても測定することが望ましい。 
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⑤なお、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合のみ測定することとしてもよい。 

２）汚染井戸周辺地区調査 

測定計画にその根拠を示した上で、周辺で汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれら

の分解生成物に限定して測定することとしてもよい。 

 

３）継続監視調査 

①測定計画にその根拠を示した上で、周辺で汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれ

らの分解生成物に限定して測定することとしてもよい。 

②汚染項目、地質や地下水流動の状況等から総合的に判断し、自然的原因による汚染と判断される場合に

は、飲用指導等が確実に実施されていることを条件に、測定項目から除外することとしてもよい。 

 

（３）測定頻度については次によることとする。 

１）概況調査 

①年次計画を立てて実施する場合は、当該年度の対象井戸については、年１回以上実施することとする。

なお、季節的な変動を考慮することが望ましい。 

②定点方式については、地下水の流動、利水状況及び汚染物質の使用状況等を考慮して、測定計画に根拠

等を示した上で、測定頻度を減らすことができる。 

 

２）汚染井戸周辺地区調査 

①汚染発見後、できるだけ早急に実施することとする。１地区の調査は、降雨等の影響を避け、できるだ

け短期間に行うことが望ましい。 

②地下水の流動状況に変化があったと想定される場合には、再度汚染井戸周辺地区調査を実施することが

望ましい。 

 

３) 継続監視調査 

①対象井戸について、年１回以上実施することとし、調査時期は毎年同じ時期に設定することとする。な

お、季節的な変動を考慮することが望ましい。 

②地下水を飲用に用いていない地域や汚染項目の濃度変動が小さい場合など、測定計画に具体的に根拠を

示した上で、複数年に１回の測定とすることができる。 

③汚染項目、地質や地下水流動の状況等から総合的に判断し、自然的原因による汚染と判断される場合に

は、飲用指導等が確実に実施されていることを条件に、複数年に１回の測定とする、または、継続監視

調査を終了することができる。 

④汚染源における浄化対策の実施等により継続監視調査を終了する場合には、測定地点で一定期間連続し

て環境基準を満たし、その上で、汚染範囲内で再度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準

以下であることを確認した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断する

こととする。 

 

４．分析方法 

（１）採水試料の分析方法は、環境基準項目については、告示別表の測定方法の欄に掲げる方法による。 

（２）その他の項目について分析を行う場合は、日本工業規格、上水試験方法、下水試験方法等科学的に確立さ

れた分析方法によることとする。 

（３）なお、分析結果の記録に際しては、項目別に分析方法も付記することとする。 

 

５．その他留意事項 

地域の井戸の設置状況、地下水の利用状況、地下水の流れ、過去から現在にかけての土地利用や有害物質の使

用状況等については、適宜調査を実施し、水質調査に当たって必要な状況を把握しておくことが望ましい。 
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参考－７ 

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。） 

及び土壌の汚染に係る環境基準について(抜粋) 

 

平成１１年１２月２７日 環境庁告示第６８号 

（改正）令和２年３月３０日 環境省告示第３５号 

 

 ダイオキシン類対策特別措置法(平成１１年法律第１０５号)第７条の規定に基づき、ダイオキシン

類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準を次

のとおり定める。 

 

 ダイオキシン類特別対策措置法(平成１１年法律第１０５号)第７条の規定に基づくダイオキシン類

による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境上の条件に

つき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。) は、次の

とおりとする。 

 

第１ 環境基準 

１ 環境基準は、別表の媒体の項に掲げる媒体ごとに、同表の基準値の項に掲げるとおりとする。 

２ １の環境基準の達成状況を調査するため測定を行う場合には、別表の媒体の項に掲げる媒体ごと

に、ダイオキシン類による汚染又は汚濁の状況を的確に把握することができる地点において、同

表の測定方法の項に掲げる方法により行うものとする。 

４ 水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水について適

用する。 

５ 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。 

 

第２ 達成期間等 

１ 環境基準が達成されていない地域又は水域にあっては、可及的速やかに達成されるように努める

こととする。 

２ 環境基準が現に達成されている地域若しくは水域又は環境基準が達成された地域若しくは水域に

あっては、その維持に努めることとする。 

 

第３ 環境基準の見直し 

ダイオキシン類に関する科学的な知見が向上した場合、基準値を適宜見直すこととする。 

 

別表 

媒体 基準値 測定方法 

水質（水底の底

質を除く。） 

1pg-TEQ／L以下 日本産業規格Ｋ0312に定める方法 

水底の底質 150pg-TEQ／g以下 水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレ

ー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計に

より測定する方法 

備考 

１ 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

２ 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 
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